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はじめに 

 

市民の消費者教育を受ける権利を尊重し、教育の機会を確保していくこ
とは、本市の消費者施策の推進における基本的な理念であり、平成
30(2017)年度に苫小牧市消費者教育推進計画を策定し、「消費者市民社会」
を構築する基本的な能力の取得をめざした機会の創出や体系的な教育に
取組んでまいりました。 

また、消費者団体をはじめ教育機関、福祉団体、事業者団体、町内会な
ど、関係する組織や団体の皆様にも御協力をいただき、コミュニケーショ
ンを図りながら一定の役割を果たすことが出来たものと考えております。 

計画の策定から 5 年が経過し、第 1 次の計画で種をまいてきた本市の取
組が芽を出し、育ちつつありますが、これまでの取組や成果が本市の消費
者を支える太い幹へと成⾧していくよう、さらに踏み込んだ取組を実施し
ていかなければなりません。 

この度、新たに令和 5（2023）年度から 5 か年の第 2 次計画を策定いた
しましたが、第 1 次計画の基本的な理念や方針を継続しながら、人口減少
や少子高齢化、高度情報通信化などの社会の様々な変化に対応し、本市の
消費者教育をさらに発展させることを念頭に新たに 31 項目の施策を位置
付けました。 
 私たちを取り巻く様々な情勢が目まぐるしく変化する中、市民が将来に
向かって明るい展望を抱くことができるよう、本市のまちづくりの目標で
ある「安全・安心で快適に暮らすまち」とともに、「消費者市民社会」の
着実な実現をめざし計画の推進に全力を挙げてまいりますので、今後も皆
様の御理解、御協力を心からお願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定にあたり、貴重な御意見や御提言をいただきまし
た、苫小牧市消費生活審議会の委員の皆様をはじめ、関係機関並びにアン
ケートに御協力いただきました市民の皆様に心からお礼を申し上げます。 

 
 
 
令和５年３月   

苫小牧市⾧ 岩 倉 博 文  
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第 1 章 第 2 次計画の策定にあたって 

1 計画策定の背景と趣旨 

（1）計画策定の背景 

苫小牧市では、平成 19(2007)年 12 月に「苫小牧市消費生活条例」を改正し
消費者の自立を支援する取組を進めてきました。 

平成 24(2012)年 12 月に施行された「消費者教育の推進に関する法律」（以
下、「消費者教育推進法」という。）では、国の政策課題として消費者教育が
位置付けられ、地方公共団体における消費者教育を推進するため「消費者教育
推進計画」を定めることが努力義務とされました。 

また、平成 25(2013)年６月に閣議決定された、｢消費者教育の推進に関する
基本的な方針｣においては、国及び地方公共団体が、関係機関と連携の下で消
費者教育の施策を実施していくとともに、「自立した消費者の育成」だけにと
どまらず、社会の一員としてより良い市場と、より良い社会の発展のため積極
的に関与する消費者の育成が求められています。 

これらの動きを受け、本市においては、平成 30(2018)年 4 月に「苫小牧市
消費者教育推進計画」を策定し、「消費者市民社会1」の実現を念頭に、学校教
育だけでなく、地域、家庭、職域を含めた様々な場において、幼児期から高齢
期までの市民のライフステージの各段階に応じた施策を体系的、一体的に進め
てきました。 

 
 
 
 
 
 
 
（2）計画策定の趣旨 

令和 4(2022)年度をもって、第 1 次計画が最終年度を迎えますが、本市の
「消費者市民社会」の実現に向けた取組を継続していくため、計画の基本的な
方針をベースとしながら、この 5 年間で生じた社会情勢などの消費者を取巻

                                                   
1 消費者市民社会は、消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつ

つ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び
地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に
積極的に参画する社会を指す。 

消費者教育の定義 

消費者教育推進法では、消費者教育とは、「消費者の自立を支援するために行

われる消費生活に関する教育（消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画す

ることの重要性について理解及び関心を深めるための教育を含む。）及びこれに

準ずる啓発活動をいう」と定義されています。 
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く状況の変化を反映し、新たな施策によって本市の消費者教育をさらに発展さ
せるための計画を策定します。 

また、この計画により、市民が、生涯を通じて様々な場で消費者教育を受
けることができる支援体制の充実を図るとともに、一人ひとりが自ら考え、
選択し、行動できる、自立した消費者となっていくことを目指します。 
 

2 計画の期間 

本計画の期間は、国や北海道の基本方針に準じて 5 年間とし、令和 5(2023)
年度から令和 9(2027)年度までとします。 

なお、計画の評価指標や進捗管理を実施するために毎年検証を行うとともに、
計画期間中であっても、社会状況が大きく変化した場合や法制度の改正などに
より修正や見直しの必要が生じた際は、苫小牧市消費生活審議会における審議
を経た上で、内容の見直しを行うものとします。 

3 計画の位置付け 

 本計画は、消費者教育推進法第 10 条第 2 項で規定する「市町村消費者教育
推進計画」として位置付けます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 30

（2018） 

年度 

令和元

（2019） 

年度 

令和 2

（2020） 

年度 

令和 3

（2021） 

年度 

令和 4

（2022） 

年度 

令和 5

（2023） 

年度 

令和 6

（2024） 

年度 

令和 7

（2025） 

年度 

令和 8

（2026） 

年度 

令和 9

（2027） 

年度 

第 1 次 苫小牧市消費者教育推進計画 第 2 次 苫小牧市消費者教育推進計画 

          

 

随時、内容見直し 改定 
進捗 
評価 

改定 

消費者教育推進法（第 10 条第 2 項） 

市町村は、基本方針（都道府県消費者教育推進計画が定められているときは、基
本方針及び都道府県消費者教育推進計画）を踏まえ、その市町村の区域における消
費者教育の推進に関する施策についての計画（以下この条及び第二十条第二項第二
号において「市町村消費者教育推進計画」という。）を定めるよう努めなければな
らない。 
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また、計画の策定及び推進にあたっては、国の「消費者教育の推進に関す
る基本的な方針」及び北海道の「第３次北海道消費生活基本計画」の内容を
踏まえるとともに、本市の総合計画及び、各種の関連計画との整合を図りま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 国の消費者施策の動向 

（1）成年年齢の引下げについて 

成年年齢を 20 歳から 18 歳に引き下げる改正民法の令和 4(2022)年 4 月施
行を見据え、「成年年齢引下げ対応検討ワーキンググループ」が設置され、平
成 29(2017)年 1 月に対応策の報告書をまとめました。 

この内容を踏まえ、消費者教育推進基本方針の変更に併せて、平成 30（2018）
年 2 月に「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム」が決
定され、平成 30(2018)年度から令和 2(2020)年度までを集中強化期間とし、
取組が推進されました。 

 
（2）学習指導要領2の改訂 

消費者教育に関し、売買契約の基礎（小学校：家庭）、計画的金銭管理や消
費者被害への対応（中学校：技術家庭）、多様な契約、消費者の権利や責任、
消費者保護の仕組み（高等学校：公民、家庭）などが追加されました。 

                                                   
2 学習指導要領は、全国のどの地域で教育を受けても一定の水準の教育を受けられるよう、学
校教育法等に基づき、文部科学省が各学校で教育課程（カリキュラム）を編成する際の基準
を定めたもの。 
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小学校では令和 2(2020)年度、中学校では令和 3(2021)年度から全面実施さ
れ、高等学校では令和 4(2022)年度入学生から実施されています。 

 
（3）食品ロスの削減の取組 

平成 24(2012)年度から「食品ロス削減関係省庁連絡会議」が開催され、食
品ロス削減に向けた国民運動「NO-FOODLOSS プロジェクト」が展開され
ています。令和元(2019)年 5 月には、食品ロスの削減の総合的な推進を図る
ため「食品ロスの削減の推進に関する法律」が公布、同年 10 月に施行されま
した。 

 
 

 

 

 

 

主な消費者問題と国の施策 

年 主な消費者問題 国の施策 

平成 30
（2018）

年 

･仮想通貨交換業者の不正アクセ
スによる仮想通貨の流出事件発
生 
･｢オーナー商法｣や｢シェアハウス
投資｣のトラブルが多発 
･｢架空請求｣に関する相談の増加 

･若年者への消費者教育の推進に関す
るアクションプログラム決定 
･消費者教育の推進に関する基本的な
方針変更 
･消費者契約法改正 
･民法改正（成年年齢引下げ：令和４
(2022)年４月施行） 

令和元 
（2019）

年 

･若者を中心に広がる｢もうけ話｣
のトラブル 
･「アポ電」と思われる不審な電
話が相次ぐ 
･｢チケット不正転売｣禁止法施
行、相談件数は 5 倍以上に 

･チケット不正転売禁止法が施行さ
れ、特定興行入場券の不正転売、不
正転売目的の譲受けが禁止 

令和２ 
（2020）

年 

･｢キャッシュレス決済｣利用進む
も不正使用相次ぐ 
･新型コロナウイルス感染症が流
行 
･｢お試し｣定期購入のトラブルが
過去最高 

･国民生活安定緊急措置法に基づくマ
スク等の転売規制 
･消費者基本計画(第４期)策定 
･特定デジタルプラットフォームの透
明性及び公正性の向上に関する法律
公布(5/27 成立、6/3 公布) 

令和 3 
（2021）

年 

･｢優先接種｣、｢予約代行｣コロナ
ワクチン関連の便乗詐欺発生 
･｢おうち時間｣でオンラインゲー
ム、子どものゲーム課金トラブ
ル 
･成年年齢引下げに向けた啓発活
動が活発化 

･特定商取引に関する法律・預託等取
引に関する法律改正。詐欺的な定期
購入・送り付け商法への対策強化、
販売預託取引が原則禁止に 

消費者ホットライン 188 
平成 27(2015)年 7 月、消費生活センター等の消費生活 

相談窓口の連絡先が分からない方に、近くの消費生活相談 
窓口を案内する、全国共通の３桁の電話番号 
「消費者ホットライン 188（いやや）」が、開始されました。 

平成 30(2018)年 7 月には、イメージキャラクター 
「イヤヤン」が発表され、本市でも市消費者センターと 
併せて市民周知に力を入れています。 

 

消費者庁 消費者ホットライン 188 
イメージキャラクター イヤヤン 
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5 消費者教育が育むべき力 

（1）消費者教育の定義と推進について 

消費者教育は、消費生活に関する知識や技能を消費者が学び取り、実際の
生活にそれを活かし、安心で安全な消費生活を実現するための活動です。 

また、個々の消費者が、自ら商品やサービスについての合理的な価値を判
断し、個人の消費生活を向上させるとともに、経済社会における消費の意義
と消費者の役割とを自覚させるための教育ということもできます。 

消費者教育の推進にあたっては、まず、消費生活に関する知識を修得し、次
に適切な行動に結びつける実践的能力を育むこと、また、その上で主体的に
「消費者市民社会」の形成に参画し社会の発展に寄与できるよう、その育成
を積極的に支援することを目的として消費者教育を行う必要があります。 

 
（2）体系的な消費者教育の推進について 

体系的な消費者教育とは、消費者の各ライフステージに応じて、消費生活
の場面ごとに、必要な能力を切れ目なく身に付けるための教育であり、幼児
期から高齢期までの消費者の発達段階と消費生活の特徴を加味し、各ライフ
ステージの目標を設定することが求められます。 

全ての世代に向けた消費者教育の機会を確保するためには、地方公共団体
が地域の担い手と連携し、「つながり」を創出するコーディネート機能を発揮
しながら、計画的に取り組んでいくことが期待されています。 
 

  消費者教育の体系イメージマップ 
｢消費者教育の体系イメージマップ｣は、消費者教育の内容について、多様な担い

手が共通認識を作る道具となるとともに、どのような時期にどのような内容を身に
付けるべきか一覧でき、消費者教育の担い手側から見ると、消費者教育の体系のイ
メージを伝える見取図(マップ)といえ、個々の消費者側から見ると、自らの消費者
としての力の段階的な発展(ステップアップ)の目安を示したものといえます。 
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（3）｢消費者市民社会｣の形成に参画する教育の実施について 

SDGｓは、平成 27(2015)年 9 月の国連サミットで加盟国の全会一致で採
択された、2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。 
環境等に配慮した商品・サービスの選択を可能とする環境の整備や、食品ロ
ス削減などの社会的課題に配慮した消費(エシカル消費)、持続可能なライフ
スタイルの促進などが求められました。 

広く SDGｓへの理解が進んでいますが、消費者教育の推進の重要な定義で
ある消費者市民社会の概念と併せ、市民理解が進むよう、意識の醸成を図っ
ていく必要があります。 

  

消費者市民社会って？どういう状態が 
消費者市民社会と言えるの？ 

 
私たち消費者が、何か商品を購入しようとしたときに、店頭やインターネット

のショッピングサイトには多様な商品が並び、その中から選ぶことができます。 
たくさんの商品からある商品を選択するときの理由は、人により様々です。値

段が安い、品質や性能がよい、デザインがかっこよい、あるいは、「CM でみて
よさそうだった」、「友達や家族が使っていて良さそう」など、それぞれの理由
があります。 

消費者の皆さんが商品やサービスを選択する際の視点を、さらに広く、深くし
ていくことが健全な社会、ひいては「消費者市民社会」の実現の大きな動きとな
ります。また、消費行動は、よく選挙権に例えられ、「消費者は主権者である」
と言われることもあります。 

受け身の立場で商品を「買う」、「買わない」を決めるだけでなく、商品を提
供する事業者（企業）の姿勢を評価・注文することも消費者には求められていま
す。 

一人ひとりが、消費に関する「良いこと」、「悪いこと」を意識し、「社会」
という大きな視点をもって行動すれば、誰もが「消費者市民」であるということ
ができます。 

こうした考えの広がりによって、誰もが、安全で安心して消費生活を営むこと
ができる「消費者市民社会」の実現に近づいていきます。 

持続可能な開発目標(SDGs)の 12 番目は「つくる責任 つかう責任」 
2015 年 9 月の国連総会で決められた、国際的な 17 の目標の 

中にも、貧困や飢餓、エネルギー、気候変動、平和的社会 
などと併せ、「持続可能な生産・消費形態の確保」が掲げ 
られています。 
 
「倫理的消費(エシカル消費)」とは? 

消費者のそれぞれが、各自にとっての社会的課題の解決を考慮 
したり、そうした課題に取り組む事業者を応援しながら消費活動を行うことで、
SDGs の 17 の目標のうち、特に目標 12 に関連する取組です。 

 

消費者庁 イヤヤン 
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参考：消費者庁作成、社会への扉 ―12 のクイズで学ぶ自立した消費者 
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第 2 章 消費生活を取り巻く現状と課題 

1 消費者を取り巻く情勢の変化 

（1）人口減少と単身・高齢化の進展 

ア 高齢化の進行 
全国的に少子化が進行し、総人口が減少の局面を迎えている一方で、平均

寿命の延伸に伴い高齢者人口は増加しており、超高齢社会を迎えている状況
にあります。今後においても、総人口が減少する中で高齢化率は更に上昇を
続けていくという推計もあります。 

本市においても全国と同様の傾向がみられ、総人口は 2010 年をピークに
減少し、年齢区分別に人口を見ると、年少人口（15 歳未満）や生産年齢人口
（15 歳～64 歳）が減少し、老年人口（65 歳以上）は今後も増加すると見込
まれています。 
 

 
 
 

🔲 総人口及び平均年齢（苫小牧市）   

 
（資料：住民基本台帳） 

172,373 171,811 171,242 170,205 169,528 

（人） （歳） 

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) 
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イ 世帯の単身化、高齢者世帯の増加 
晩婚化や未婚化、核家族化の進行に

伴い、世帯の少人数化や平均世帯人員
の縮小が続いており、単独世帯（ひと
り暮らし）の割合が増加しています。 

世帯の構造を見ると、全国的に単独
世帯と夫婦のみの世帯が増加傾向にあ
り、本市においても世帯数の増加が続
いている半面、１世帯あたりの人員は
減少傾向となっています。 

 
 
（2）高度情報通信社会と消費生活 

ア デジタル化の進展と電子商取引の発達 

近年、情報通信技術（以下「ICT」という。）が著しく進展、高度化し、
スマートフォンやタブレット型端末などの機器が急速に普及しています。こ
の状況は、若年層だけではなく高齢者世代にも広がりつつあり、誰もが手軽
にデジタル空間にアクセスし、商品やサービスを購入できる環境がもはや一
般的となってきています。 

ICT の普及発展に伴い、取引環境を提供するデジタル・プラットフォーム3

が発達、インターネット通販などの、オンラインサービスを介した商取引で
ある電子商取引が活発化し、コロナ禍の際の巣ごもり需要の影響により、近
年はこの傾向がさらに加速しています。 

また、事業者と消費者間の電子商取引は大きく増加し、商品やサービスの
購入ツールとして身近なものとなり、さらに、フリーマーケット等のデジタ
ル市場での個人間の取引も活発化しています。 

 
イ 決裁手段の多様化 

デジタル化の進展や電子商取引の発達に伴い、消費者の決済手段の多様
化、高度化、複雑化が進んでいます。クレジットカードや電子マネーなどだ
けでなく、プリペイド（前払い）、デビット（即時払い）、クレジット（後
払い）等のキャッシュレス決済の利便性は広く認識されるようになりまし
た。 

                                                   
3 デジタル・プラットフォームとは、インターネットを通じて事業者に提供される、電子
商取引や情報配信などのための利用基盤や利用環境。具体的には、巨大 IT 企業が運営する
EC モール、コンテンツ配信サービス、アプリケーションストア、オークションサイトな
どを指す。 

🔲 世帯総数及び１世帯あたりの 
人員数（苫小牧市） 

 

（資料：国勢調査） 

70,368 72,845 76,289 78,298 80,130 

2.45 2.37 2.27 2.21 2.12

0
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また、通貨のような機能を持つ電子データである暗号資産（仮想通貨）も
支払・資金決済のツールとして利用が進んでいます。 

こうしたキャッシュレス決済の仕組はたいへん複雑で分かりにくく、利便
性に惹かれて安易に多用し、収支のバランスを崩してしまうケースなど、関
連した消費生活相談も増加傾向にあります。 
 
ウ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大と消費者の動向 

令和２(2020)年以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、人と
の接触回避が求められ、従来の対面を前提とした消費は減少し、オンライン
を介した消費が増加しています。 

また、これまでの買い物や旅行、外食などの対面型から、商品購入やネッ
ト配信の音楽や動画の利用など、オンライン上の取引、娯楽が増加する動き
がみられています。 

消費活動の場がオンライン上に移ることで、消費者はこれまでよりも様々
な情報に直面することになり、正しい情報を自ら見極め、適切に判断し、冷
静に行動していくことが求められます。 

 
（3）成年年齢の引下げと消費者教育への影響 

民法が定める成年年齢を 18 歳に引き下げること等を内容とする「民法の
一部を改正する法律」の施行により、令和 4(2022)年 4 月から成年年齢が 18
歳へと引き下げられました。 

未成年者が、法定代理人の同意を得ずにした契約などの法律行為を取り消
すことができた、未成年者取消権が行使できなくなり、18 歳に達して間もな
い若者が悪質な事業者の標的とされ、被害が増加する可能性があります。 

このため、この年齢層の若者が、契約をはじめとした消費生活に関する知
識や対処能力を身に付けられる取組を充実・強化していく必要があります。 

 
 

  
 
►高齢者や単身者などの消費者被害に遭いやすいと考えられる方の割合増加への 
対応 
►高度情報通信社会に対応し、最新の取引方法や決済手段、オンラインを介した 
消費行動への対応 
►成年年齢に達して間もない年代や、これから成年年齢に達する年代の消費者被害 
増加への対応 

 

 消費者を取り巻く情勢の変化から導かれる課題について、以下のとおり整理します 
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2 消費生活相談の状況 

（1）相談件数の推移と変化 

本市の消費生活相談件数は、平成 24(2012)年度以降、年間約 1,500 件前後
で推移してきましたが、直近 10 年間では平成 29(2017)年度が 1,781 件でピ
ークとなり、以降、年度ごとに減少を続けています。 

直近の令和 3(2021)年度の相談件数は 1,150 件で、前年度よりも 168 件減
少しています。 

 
ア 架空請求4に関する相談件数 

相談件数の変化には、架空請求に関する相談が大きく影響しています。手
軽で安価な通信手段である電子メールが普及し、悪質な事業者が一斉送信し
たことなどにより、全国の消費生活センターで架空請求の相談件数が増加し
ました。 

平成 16(2004)年度のピーク時には、全国で相談件数が約 68 万件に上り、
その後は減少傾向となりましたが、平成 29(2017)年度には再び増加し約 20
万件となりました。この際はハガキによる架空請求が主となり、通知を受け
取った消費者が住所や氏名が特定されていることに不安を感じ、相談が急増
したと考えられます。 

                                                   
4 架空請求は、実際には利用したことのない架空のサービス利用料金を請求し、金銭をだまし
取ろうとする詐欺の手口。インターネット上では、ワンクリック詐欺、ツークリック詐欺、4
クリック詐欺などと呼ばれる架空請求の手口が多く見られ、警察や国民生活センターなどから
注意が呼びかけられている。 

 🔲 2012 年度～2021 年度 消費生活相談件数の推移 

 
（苫小牧市消費者センター） 

1,290 1,311 1,256 1,255 
1,116 

1,334 1,280 
1,197 1,188 
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被害の急増を受け、国は、平成 30(2018)年に「架空請求対策パッケージ」
を取りまとめ、関係府省庁連携の下、被害の未然防止、拡大防止策を集中的
に講じましたが、この対策の後、架空請求に関する相談件数は減少に転じ、
令和 3(2021)年は低水準の件数となっています。 

 
架空請求に関する相談件数（苫小牧市消費者センター） 

H29(2017) H30(2018) R 元(2019) R2(2020) R3(2021) 
532 件 339 件 184 件 43 件 24 件 

 

（2）相談者の年代、特性ごとの変化と特徴 

ア 年代別の相談状況 
本市の平成 29(2017)年度から令和 3(2021)年度までの年代別の消費生活相

談を見ると、50 代以上の相談の割合が高い傾向が続いています。また 10 代
以下・20 代の件数も若干の増加がみられます。 

  

🔲 2017 年度～2021 年度 年代別の消費生活相談件数の割合 

 

（苫小牧市消費者センター ） 

6.2% 7.4% 9.9% 10.9% 13.1%

22.6% 22.2% 22.4% 26.9% 23.0%

47.3% 39.8% 32.1%
32.1% 31.4%

18.0% 24.7% 29.4% 25.0% 25.1%

6.0% 5.9% 6.1% 5.1% 7.4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
10代以下・20代 30・40代 50・60代 70・80代以上 無回答・未入力

H29(2017) H30(2018) R 元(2019) R2(2020) R3(2021) 
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また、直近の令和 3(2021)年度の 10
歳ごとの区分で見ると、50 代が 17.3％
と最も多く、次いで 70 代（15.5％）、
60 代（14.1％）という結果でした。 

 
 
 
 
 
 

 
 
イ 商品別分類の相談状況 

本市の平成 29(2017)年度から、令和 3(2021)年度の商品別分類の相談上位
の 5 項目を見ると、運輸・通信サービス、金融・保険サービス、商品一般など
が上位となる傾向にあります。 

令和 3(2021)年度を見ると、相談件数が最も多いのは、運輸・通信サービス
（携帯電話サービスや光ファイバーなど）で、２番目は金融・保険サービス（フ
リーローン・サラ金、クレジットカードなど）、３番目は商品一般（迷惑メー
ルや不審な電話、覚えのない荷物や架空請求に関すること）となっています。 
 

 
 
 
 

2017 年度 ～ 2021 年度 商品別分類の相談上位 5 項目 

順
位 H29(2017) 割合 H30(2018) 割合 R 元(2019) 割合 R2(2020) 割合 R3(2021) 割合 
1 商品一般 22.3% 商品一般 24.1% 商品一般 18.5% 運輸・通信 

サービス 15.3% 運輸・通信 
サービス 9.5% 

2 運輸・通信
サービス 20.6% 運輸・通信

サービス 18.1% 運輸・通信
サービス 18.0% 商品一般 11.6% 金融・保険 

サービス 9.2% 

3 他の相談 17.5% 他の相談 9.9% 金融・保険
サービス 10.0% 食料品 10.3% 商品一般 8.3% 

4 金融・保険
サービス 8.7% 金融・保険

サービス 9.7% 他の相談 8.4% 保健衛生品 9.3% 他の相談 7.6% 

5 食料品 4.4% 教養・娯楽
品 5.0% 食料品 7.6% 金融・保険 

サービス 9.0% 教養・娯楽 
サービス 7.5% 

（苫小牧市消費者センター） 

🔲 年代別消費生活相談件数の割合 

 
（苫小牧市消費者センター 2021 年度） 

10代以下
4.1%

20代
9.0%

30代
10.3%

40代
12.6%

50代
17.3%

60代
14.1%

70代
15.5%

80代以上
9.7%

無回答・未
入力 7.4%
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ウ 販売・購入形態別の消費生活相談の状況 
令和 3(2021)年度の販売・購入形態

別の消費生活相談の割合を見ると、通
信販売が 35.9％、店舗購入が 26.6％、
訪問販売が 6.0％と上位になっていま
す。また、通信販売のうちインターネ
ット通販の割合は 72.9％で、市内でも
インターネットを経由した取引が一般
化していると考えられます。 
 
 
 
 
エ 高齢者の消費生活相談状況 

令和 3(2021)年度の 60 代以上の高齢者層の消費生活相談について、相談件
数が上位の商品・サービスを見ると、運輸・通信サービス（携帯電話サービ
スや光ファイバーなど）が最多で、以下、金融・保険サービス（フリーロー
ン・サラ金、クレジットカードなど）や商品一般（迷惑メールや不審な電
話、覚えのない荷物や架空請求に関すること）が上位となっています。 

また、令和 3（2021）年度の 60 代以上の年代の販売・購入形態別の消費生
活相談の割合を見ると、通信販売が 27.3％、店舗購入が 25.3％、訪問販売が
10.6％と上位になっています。 

 
 
 

🔲 60 代以上の高齢者層の商品分類別の
相談件数の割合 

 
（苫小牧市消費者センター 2021 年度） 

27.2%9.5%
9.2%
8.3%
7.6%
7.5%
7.0%
6.2%
5.9%
5.8%
5.8%

その他
運輸・通信サービス
金融・保険サービス

商品一般
他の相談

教養・娯楽サービス
教養・娯楽品

保健衛生品
他の役務

食料品
レンタリース・賃貸

🔲 60 代以上の高齢者の販売・購入形態
別相談件数の割合 
 

 
(苫小牧市消費者センター2021 年度) 

通信販売
27.3%

不明・無関係
26.2%

店舗購入
25.3%

訪問販売
10.6%

電話勧誘販売
6.0%

訪問購入
2.7%

ネガティブ・オプ
ション 1.3% その他無店舗

販売 0.4%

マルチ・マルチまがい
取引 0.2%

🔲 販売・購入形態別の相談件数の割合 

 
（苫小牧市消費者センター2021 年度） 

通信販売
35.9%

店舗購入
26.6%

不明・無関係
23.0%

訪問販売
6.0%

電話勧誘販売
5.4%

ネガティブ・オプション
1.5%

訪問購入・その他
1.6%
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オ 若年層の消費生活相談状況 

令和 3(2021)年度の 10 代以下から 20 代の若年層の消費生活相談につい
て、相談件数が上位の商品・サービスを見ると、教養・娯楽サービス（アダ
ルト情報サイト、オンラインゲーム、出会い系サイトの相談など）が最多で
した。以下、食料品（ダイエットサプリ、サプリメント、健康食品など）や
金融・保険サービス（フリーローン・サラ金、クレジットカードなど）、運
輸・通信サービス（光回線、携帯電話料金、固定電話など）などが上位とな
っています。 

また、令和 3(2021)年度の販売・購入形態別の消費生活相談の割合を見る
と、通信販売が 52.3％、店舗購入が 23.8％などと上位になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■10 代・20 代の若年層 販売・購入
形態別の相談件数の割合 

 
(苫小牧市消費者センター 2021 年度) 

通信販売
52.3%

店舗購入
23.8%

不明・無関係
15.9%

電話勧誘販売 3.3%

訪問販売 2.6%

ネガティブ・オプション 1.3%

その他 0.7%

■10 代・20 代の若年層の商品別分類
の相談件数の割合 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(苫小牧市消費者センター 2021 年度) 

26.5%
18.5%

7.9%
7.9%
7.9%
7.3%
6.6%
6.0%
6.0%
5.3%

その他

教養・娯楽サービス

食料品

金融・保険サービス

運輸・通信サービス

教養・娯楽品

商品一般

レンタル・リース・賃貸

他の役務

保健衛生品

。 
►消費者相談窓口の利用の低下 

►相談割合が徐々に増加している高齢者や若年者への対応 

►商品分類のうち、近年相談が多い携帯電話や光回線の契約への対応 

►販売形態のうち、近年相談が多いインターネットを経由した通信販売 

►高齢者、若年者など相談割合が多い年代の消費行動の特徴に応じた注意喚起や啓発 

 

 消費生活相談の状況から導かれる課題について、以下のとおり整理します 
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3 市民意識の変化と本市の消費者教育の現状 

（1）本市の消費者教育の状況と市民意識 

 

ア アンケートの実施 
第 2 次計画の策定にあたり、本市における市民の消費生活の状況や意識、消費者教

育の実施状況や現状の課題を把握するため、アンケート調査を実施しました。 アン
ケートは、市民及び教育機関を対象とした 2 種類について実施しました。 

 
 

（A）市民アンケート (設問 23 項目) 

調査目的 苫小牧市消費者教育推進計画の策定にあたり、市民の皆様に消費生活や消費者教育
についての経験やご意見をお聞きし、計画策定の基礎資料とするため。 

調査対象 18 歳以上の市民 1,500 名を住民基本台帳登録者の中から無作為抽出。 
調査方法 郵送配布・郵送回収又はＱＲコードによる回答（ＨＡＲＰ） 
調査期間 令和 4 年 8 月 4 日～8 月 24 日 

回収状況 
調査票送付数 1,500 票（宛所不明による返戻 9 票） 
有効回答数  416 票（うちＨＡＲＰによる回答 101 票 ） 
有効回答率  27.90％ 

 
アンケート結果のまとめ（集計結果より抜粋） 
 
1） 普段の生活で意識していることや、実践していることなど 
 

►（問 5）普段の生活におい
て、商品の購入やサービスの
提供に伴う契約の際、｢非常
に不安を感じる｣、｢不安を感
じる｣、｢少し不安を感じる｣
を併せた、何らかの不安感を
持つ回答が 7 割を超えた。 
 
 ►（問 6）また、不安に感じ
る理由として、｢情報があふ
れていて、正しい情報を判断
しにくい｣、｢法律や契約に関
する知識が乏しい｣などを挙
げた回答が多かった。 
 

►（問 7）消費者として心掛
けている行動として最も多い
回答は、｢商品や説明を十分確認し、内容を理解したうえで商品やサービスを選択する｣であり、
次に、「商品やサービスについて問題があれば、事業者に申し立てを行う」であった。 

►商品購入やサービス提供に伴う
契約での不安感［問 5］ 

►不安に感じる理由［問 6］ 
(あてはまるものを 3 つまで選択) 

 

1 位 
情報があふれていて、
正しい情報を判断し
にくいため  

181 件 

2 位 法律や契約に関する
知識が乏しいため 

172 件 

3 位 
悪質業者の手口や対
処方法が分からない
ため 

97 件 

►消費者として、心掛けている行動［問 7］（各項目にあてはまるもの一つ
ずつ）「かなり」・「ある程度」心掛けているが多い回答 

1 位 商品や説明を十分確認し、内容を理解したうえで商品やサ
ービスを選択する 76.9％ 

2 位 商品やサービスについて問題があれば、事業者に申し立て
を行う 50.0％ 

3 位 ライフステージや経済状況の変化等、将来を見越した生活
設計を考える 46.8％ 

 

非常に不安を
感じる7.7%

不安を感じる
22.8%

少し不安を感じる
45.7%

不安は感じない
18.5%

わからない
5.3%
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2） 環境問題や社会課題について意識していること、取り組んでいること 
 
►（問 8）｢消費者市民社会｣、
｢エシカル消費(倫理的消
費）｣、｢フェアトレード｣な
どの言葉について、5 割から
7 割以上の方が｢知らない｣と
回答。SDGｓを除いたこれら
の言葉の認知度は、未だ低い
状況である。 

►消費者市民社会などの取組の認知度［問 8］ 
Ａ.消費者市民社会について 

知っていますか 
Ｂ.エシカル消費について 

知っていますか 

 
Ｃ.SDGｓについて知って 

いますか。 
Ｄ.フェアトレードについて 

知っていますか。 

  

►（問 9）環境問題や社会課
題への影響に配慮した行動と
して最も回答が多かったの
が、｢エコバッグを使用する｣
で、続いて｢食品ロスを減ら
す｣が多かった。一方、｢クラ
ウドファンディングなどで、
環境問題や社会課題の解決を
目的とした取組を支援する｣
は、６割近い方が「あま
り」、「ほとんど・全く」実
施していないと回答した。 
 

 

►環境問題や社会課題への影響に配慮した行動［問 9］ 
（各項目にあてはまるもの一ずつ） 
「積極的に」・「ある程度」実践しているが多い回答 

1 位 エコバッグを使用する 87.2% 

2 位 食品ロス（食べられるのに廃棄される食品）を減らす  76.6% 

3 位 不要物の再利用やリサイクルなど、ゴミの減量に取り組ん
でいる 75.7% 

 
「あまり」、「ほとんど・全く」実践していないが多い回答 

1 位 クラウドファンディングなどで、環境問題や社会課題の解
決を目的とした取組を支援する  58.9% 

2 位 児童労働や労働環境など、サプライチェーンの人権問題に
配慮した商品を選択する  46.4% 

3 位 フェアトレード（開発途上国で作られた商品を適正な価格
で取引すること）商品を選択する 45.7% 

3） 消費者トラブルの相談 
 
►（問 10）苫小牧市消費者セ
ンターの｢名前と内容を知っ
ていた｣、｢名前だけは聞いた
ことがある｣の回答が 8 割を
超えた一方、｢消費者ホット
ライン 188｣はおよそ半数が
｢知らなかった｣と回答。 
 
 
 
 
 

►「消費生活相談」に関する組織やサービスの認知度［問 10］ 

Ａ．苫小牧市消費者センター Ｂ．消費者ホットライン 188 

  

内容まで知って
いる1.7% 聞いたことは

あるが、内容
までは知らな
い28.4%

知らない
70.0%

内容まで知って
いる5.5% 聞いたことは

あるが、内容
までは知らな
い19.7%

知らない
74.8%

内容まで
知っている
36.1%

聞いたことはあるが、
内容までは知らない
37.3%

知らない
26.7%

内容まで知って
いる20.0%

聞いたことは
あるが、内容
までは知らな
い24.5%

知らない
55.5%

名前と内容を
知っていた
34.1%

名前だけは聞い
たことがある
46.9%

知らなかった
19.0%

名前と内容を
知っていた
12.0%

名前だけは聞い
たことがある
40.1%

知らな
かった
47.8%
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►（問 11）消費者トラブルが生
じた際の相談先として、｢苫小
牧市消費者センター｣を挙げた
回答が最も多く、次に｢同居の
家族｣などが続いた。 
►（問 12）相談しない理由とし
ては、｢相談しても解決しな
い｣、｢自分で解決できると思
う｣と回答した方が多かった。 
 

►消費者トラブルの相談先［問 11］ 
(あてはまるものを３つまで選択) 

►相談しない理由［問 12］ 
(あてはまるものを３つまで選択) 

1 位 苫小牧市消費者 
センター 246 件 相談しても解決しないと 

思う 5 件 

2 位 同居の家族 189 件 自分で解決できると思う 4 件 

3 位 メーカーなどの事
業者 141 件 

｢被害の事実を証明するこ
とがむずかしい｣、｢自分に
も責任があるかもしれない
から｣、｢時間がかかるのが
煩わしい｣、｢特に理由はな
い｣（4 項目同数） 

3 件 

4） インターネット等の利用 
 
►（問 13）インター
ネットを｢頻繁に利
用している｣と回答
した方が 63.７％、
｢インターネットや
SNS を経由した、通
販等による商品の購
入やサービスの利
用｣を「頻繁に」、
「時々」利用してい
るという回答は、
60.5％であり、多く
の市民がインターネ
ットを経由したサービス等を利用している状況であった。なお「全く利用していない｣との回答は
27.4％であった。 

►インターネット等の利用状況［問 13］ 

Ａ.インターネットの利用
について Ｂ.SNS の利用について 

Ｃ.インターネット、SNS を
経由した通販等による
商品購入など 

  

 
►（問 14）インターネット通
販等による商品購入・サービ
スの利用について、全体の 7
割を超える方が｢非常に不安
を感じる｣、｢不安を感じ
る｣、｢少し不安を感じる｣と
回答した。 
 
►（問 15）不安を感じる内容
として｢個人情報やインター
ネット利用履歴などの漏え
い｣、｢類似品や偽物が届く、
頼んだ商品が届かないなど詐欺的な販売業者｣を挙げた回答が続いた。 

►インターネット通販等による商
品の購入等のサービス利用の不安
感［問 14］ 

►不安を感じる内容［問 15］ 
（あてはまるものを３つまで選択） 

 

1 位 
個人情報やインター
ネット利用履歴など
の漏えい 

185 件 

2 位 

「類似品や偽物が届
く」,「頼んだ商品が
届かない」など、詐欺
的な販売業者 

119 件 

3 位 電子決済の信頼性な
ど決済方法 94 件 

頻繁に利用
している
63.7%

時々利用
している
13.9%

あまり利用
していない
4.6%

全く利用して
いない
17.8% 頻繁に利用

している
35.8%

時々利用
している
16.1%

あまり利用
していない
15.6%

全く利用して
いない
32.5%

頻繁に利用
している
28.8%

時々利用
している
31.7%

あまり利用
していない
12.0%

全く利用して
いない
27.4%

非常に不安を
感じる5.9%

不安を感じる
16.7%

少し不安を感じる
49.9%

不安は感じ
ない22.9%

わからない
4.5%
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5） 消費者教育の経験や機会、内容 
 
►（問 16、問 17）消費者教育
の経験や機会等に関する設問
では、｢消費者教育や啓発を受
けたことがない｣、｢参加して
みたい、または経験してみた
い消費者教育、啓発項目はな
い｣という回答が最多であっ
た。 
 
►（問 18（2））消費者教育・
啓発の情報に触れる機会を増
やすため、力を入れてほしい
情報発信手段としては、｢イン
ターネットやＳＮＳ上の口コ
ミ｣、｢市の広報紙・ホームペ
ージ｣、「テレビ・ラジオ」の
順の回答であった。 

►消費者教育、啓発項目の参加経験や機会［問 16］ 
（あてはまるものをすべて選択） 
(1)参加・経験したことがある教育・ 

啓発項目 
(2)参加・経験してみたい教育・ 

啓発項目 

1 位 消費者教育や啓発は
受けたことがない 

324 件 
参加してみたい、経験
し て み た い 消 費 者 教
育、啓発項目はない 

255 件 

2 位 会社や職場内での講
習会・勉強会等 

42 件 市が主催する出前講座 77 件 

3 位 小中学校、高等学校の
授業等 31 件 

北海道、市主催の講座・
講演など消費者向け啓
発行事 

70 件 

 
►消費者教育、啓発テーマの参加経験や機会［問 17］ 
（あてはまるものをすべて選択） 

(1)参加・経験したことがある教育・ 
啓発テーマ 

(2)参加・経験してみたい 
教育・啓発テーマ 

1 位 消費者教育や啓発は
受けたことがない 324 件 

参加、経験してみたい
消費者教育・啓発のテ
ーマはない 

184 件 

2 位 環境問題について 35 件 老後の生活に関わる問
題について 

127 件 

3 位 生活と経済について 27 件 生活と経済について 101 件 

►消費者教育、啓発の情報に触れる機会を増やすため、力を入れてほしい
情報・発信手段［問 18（2）］（あてはまるものをすべて選択） 

1 位 インターネットや SNS 上の口コミ 119 件 

2 位 市の広報誌・ホームページ 118 件 

3 位 テレビ・ラジオ 110 件 

6） ｢市民への消費者教育｣の認識の広まり 
►（問 19）消費者教育が、｢広く認識されていると感じる｣、
｢ある程度認識されていると感じる｣と回答した割合は、合計
9.2％で、｢あまり認識されていない｣、｢全く認識されていな
い｣の回答は 47.4％であり、消費者教育への認識が高まってい
ない状況であった。 

►｢消費者教育｣への認識［問 19］ 

 

►（問 21）｢消費者教育の認識
をさらに広めるために必要だ
と思うこと｣として、｢広報や
市ホームページでの PR の強
化｣、｢啓発リーフレット等の
配布｣の回答が多かった。 

►消費者教育の認識をさらに広めるために必要だと 
思うこと［問 21］(あてはまるものを３つまで選択) 

1 位 広報や市ホームページでの PR の強化 289 件 

2 位 啓発リーフレット等の配布 179 件 

3 位 消費生活講演会、セミナー等の開催 91 件 

広く認識されている、ある程度認識
されていると感じる 9.2%

どちらとも
いえない
23.3%

あまり・全く
認識されてい
ない 47.4%

分からな
い、興味が
ない 20.2%
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。 
1)普段の生活で意識、

実践していること 

►商品購入の際、何らかの不安感を持つ市民が多い。 
►多くの情報から正しい判断をすることの困難さや、法律や契約等の知
識の乏しさを不安に挙げる声が多かった。 

2)環境問題や社会課
題について意識し、
取 り組 んで いる こ
と 

►｢エシカル消費｣、｢フェアトレード｣などの言葉の認知度が低い。 
►環境問題や社会課題の解決を目的とした取組への支援、人権問題に配
慮した商品の選択などへの意識が低い。 

3)消費者トラブル 
の相談 

►消費者ホットライン 188 の認知度が低い。 
►消費者トラブルの相談を、家族や知人への相談や自己解決で解決する
市民も一定数いる。 

4)インターネット等
の利用 

►商品の購入等にインターネットを利用する割合が多い一方、全く利用
していない方も一定数存在する。 

5)消費者教育の経験
や機会、内容 ►消費者教育への参加の経験や意欲はかなり低い状況である。 

6)市民への消費者教
育の認識の広まり 

►消費者教育が認識されていると感じている市民の割合は大変低い。 
►広報や市ホームページでの PR 強化、啓発リーフレット等の配布によ
る周知強化を求める回答も多かった。 

 

市民アンケート結果から導かれる課題を以下のとおり整理します 
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（B）教育機関アンケート （設問 小中学校 16 項目、高等学校 18 項目） 

調査目的 苫小牧市消費者教育推進計画の策定にあたり、市内教育機関に消費生活や消費者教
育についての状況や意見をお聞きし、計画策定の基礎資料とするため。 

調査対象 市内所在の小学校 23 校、中学校 16 校、高等学校 9 校 
調査方法 電子メールにて送付・回答 
調査期間 令和 4 年 8 月 30 日～9 月 12 日 

回収状況 
調査票送付数 48 票 
有効回答数 48 票 
有効回答率 100％ 

 
 
アンケート結果のまとめ（集計結果より抜粋） 
 
1）各校が実施する消費者教育の状況 
►（小中学校：問 2、高等学校：問 1）小・中学校、高等学校各校で消費者教育に関する授業が実施
されているが、実施回数には各校により差があった。また、最も多い回答は｢１～５回｣で、年間
11 回以上実施している学校は少ない結果であった。 
 

 

► 各校が実施する消費者教育の状況について［小中学校：問 2、高等学校：問 1］ 

小学校 中学校 高等学校 

 

 

 

 

 

 

9
10

8

10 10

16

5

3

7

2
1

2
1

0

4

8

12

16

1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生

1～5回 6～10回
11～15回 16～20回
21回以上

3

6

8

2
3

4

1
2

0

4

8

12

1年生 2年生 3年生

1～5回 6～10回
11～15回 16～20回
21回以上

4 4 4

1

3

1 1 1

0

4

8

1年生 2年生 3年生 上記以外

1～5回 6～10回
11～15回 16～20回
21回以上
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2）効果的な消費者教育の手法、教材について 
 

►（小中学校：問 4、高等学校：
問 3）消費者教育の手法や教
材として、｢パソコンやタブ
レット｣を取り入れていると
いう回答が最も多く、次に
｢グループでの意見交換｣、
｢動画や DVD など補助的な
教材｣の順となった。 

また、今後取り入れたい消
費者教育の手法として、｢専
門知識を持った外部講師を
招く｣、｢動画や DVD など
補助的な教材の利用｣、｢ゲ
ームなど、遊びの要素を取
り入れる｣の順の回答であ
った。 
►（小中学校：問 5、高等学
校：問 4）消費者教育の情報
の入手先として、「消費者庁のポータルサイト」や、「消費者庁・国民生活センター発行の情報紙
などの刊行物、パンフレット、ホームページ等」の利用が多く次に「新聞記事」、「市又は市消費
者センターが発行・作成した情報紙などの刊行物、パンフレット、ホームページ等」の順となった。 

►児童・生徒が消費者教育に興味を持つ授業を行うために、 
［小中学校：問 4、高等学校：問 3］ 

(1)すでに消費者教育の授業に取り入
れている手法（あてはまるものをす
べて選択） 

(2)今後、取り入れるとよいと思う手
法（あてはまるものを３つまで選択） 

1 位 パソコンやタブレッ
トを利用する 33 件 教員以外の専門知識を持っ

た外部の講師を招く 24 件 

2 位 グループで意見交換
をさせる 31 件 動画や DVD などの補助的

な教材を利用 20 件 

3 位 動画や DVD などの
補助的な教材を利用 26 件 ゲームなど、遊びの要素を

取り入れる 18 件 
 

►消費者教育に関する教材等の情報入手先［小中学校：問 5、高等学校：問 4］ 
（あてはまるものをすべて選択） 

1 位 情報紙などの刊行物、パンフレット、ホームページ等（消費
者庁・国民生活センターなど国） 30 件 

2 位 新聞記事 22 件 

3 位 情報紙などの刊行物、パンフレット、ホームページ等（市・
市消費者センター） 20 件 

3）消費者教育に関する講座の授業等での活用について 
 

►（小中学校：問 6、高等学校：問 5） 
全体の６割以上が消費者教育に

関する講座を利用したことがない
と回答。 

また、市消費者センターが実施す
る出前講座を利用したことがある
との回答は全体の 3.8％であった。 

►市、各種団体、企業等が行う消費者教育に関する講座を利用したこ
とがあるか[小中学校：問 6、高等学校：問 5] 

 

►（小中学校：問 7、高等学校：問 6）実施講座の感想として｢テーマの題材が良く理解できる内容
だった｣、｢難しいテーマを分かりやすく伝えていた｣、｢体験等に基づく実践的な内容だった｣など
の肯定的な回答が多かった。 

また、講座を利用しない理由として｢他の優先事項があるため、取り組めなかった｣、｢授業の内
容で十分であり必要性を感じなかった｣、｢準備期間など調整がつかなかった｣などが多かった。 

►実施した講座の感想[小中学校：問 7、高等学校：問 6]
（あてはまるものをすべて選択） 

►出前講座等を利用していない理由[小中学校：問 8、
高等学校：問 7]（あてはまるものをすべて選択） 

1 位 テーマの題材が良く理解できる内容 
だった 10 件 他の優先事項があるため、取り組めなかった 16 件 

2 位 難しいテーマを分かりやすく伝えてい
た 9 件 授業の内容で十分であり、必要性を感じなか

った 14 件 

3 位 体験等に基づく実践的な内容だった 4 件 準備期間など調整がつかなかったため 8 件 

市消費者センターが実施する出前講座を
利用したことがある 3.8%

市消費者センター以外の市の各部署が
実施する出前講座を利用したことがあ
る 5.7%

市以外の行政機関が実施する講座を
利用したことがある 11.3%

民間企業や各種団体が実施する講座を利用
したことがある 15.1%

利用したことが
ない 64.2%



第 2 章 消費生活を取り巻く現状と課題 

  24  

 

4）成年年齢の引下げについて（高等学校のみの設問） 
 
►（問 8）高等学校において４月以降、新たに
18 才となった生徒が消費者トラブルに巻き
込まれた、又は巻き込まれそうになった等の
状況は｢把握していない｣（9 校中計 8 校）又
は｢わからない｣（9 校中計 1 校）との回答が
ほとんどであった。 
►（問 9）成年年齢の引下げに伴う環境整備に
ついては｢どちらかといえば不十分｣（9 校中
計 6 校）、｢不十分である｣（9 校中計 2 校）であった。 
►（問 10）環境整備の内容を問う設問では、「トラブルの際に相談やすい窓口の体制」や「最新の
トラブル事例情報の周知」、「18 才よりもさらに若い年齢への消費者教育」を求める回答が多か
った。 

►成年年齢の引下げに伴い、今後、どのような環境整備が
必要だと思うか[問 10](あてはまるものを 3 つまで選択) 

1 位 若年者がトラブルに巻き込まれた際、相談
しやすい窓口体制 6 件 

2 位 若年者に身近に起っている最新のトラブ
ル、被害事例の情報の周知 5 件 

3 位 １８歳よりもさらに若い年代への契約の
基本的なルール知識などの消費者教育 5 件 

 
5）教職員に向けた支援について 
 
►（小中学校：問 9、高等学校：問 11） 
教職員に向けた消費者教育の研修が開催さ
れた場合、全体の約 75％が、｢ぜひ参加し
たい｣あるいは、｢内容によっては参加した
い｣と回答した。 
 
 
 
 
 
 
 
►（小中学校：問 10、高等学校：問 12）研修の参加機会を増やすために必要なこととして、｢オ
ンライン研修の実施｣、｢夏休み・冬休みなど⾧期休業中の実施｣を求める回答が多かった。 
 
►（小中学校：問 11、高等学校：問 13）また、研修で学びたい消費者教育のテーマとして、｢携
帯電話・スマートフォン・インターネットトラブル｣、｢金銭の大切さ・役割｣、｢悪質商法の手口
や事例｣などが多い結果となった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►教職員向けの消費者教育の研修が開催された場合、参加
したいか［小中学校：問 9、高等学校：問 11］ 

 

►研修の参加機会を増やすために必
要なこと［小中学校：問 10、高等
学校：問 12］（あてはまるものを
３つまで選択） 

►研修で学びたい消費者教育のテー
マ［小中学校：問 11、高等学校：問
13］（あてはまるものを３つまで選
択） 

1 位 オンライン研修の実
施 35 件 携帯電話・スマートフォン・

インターネットトラブル 32 件 

2 位 夏休み、冬休みなど
⾧期休業中に実施 32 件 金銭の大切さ・役割など 23 件 

3 位 校内での受講しやす
い雰囲気づくり 6 件 悪質商法の手口や事例 22 件 

ぜひ参加したい
4.2%

あまり参加の必
要性を感じない
6.3%

参加したいが
難しい 18.8%

内容によっては
参加したい
70.8%
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6）消費者教育推進の課題など 
 
►（小中学校：問 13、高等学
校：問 15）授業以外で消費
者教育を行う機会として、
｢学級活動・ホームルーム｣、
｢生徒会活動｣、｢遠足・見学
旅行・集団宿泊的行事｣の順
に多かった。 
 
►（小中学校：問 14、高等学
校：問 16）消費者教育推進
の課題として、｢他の課題に優先して取り組む時間の確保、創出｣、｢指導者や講師となる人材の確
保、育成｣、｢有効に活用できる教材の確保｣を求める回答が多かった。 
 
►（小中学校：問 15、高等学
校：問 17）消費者教育の教
育課程を進めるにあたっての
支援について｢有効な消費者
教育の実践事例、先進事例な
どの紹介｣、次に｢生徒向け教
材の作成・配布｣、｢出前講座
など、授業を補完する専門的
な知識を持った外部講師の派遣｣を求める回答が多かった。 
 

►授業以外で消費者教育を行う機会
として考えられる場面 
［小中学校：問 13、高等学校：問 15］
（あてはまるものを３つまで選択） 

►消費者教育の推進にあたり、課題と
思うこと 
［小中学校：問 14、高等学校：問 16］
（あてはまるものを３つまで選択） 

1 位 学級活動・ホームル
ーム 26 件 他の課題に優先して取り組

む時間の確保、創出 33 件 

2 位 生徒会活動 14 件 指導者や講師となる人材の
確保、育成 25 件 

3 位 遠足・見学旅行・集
団宿泊的行事 12 件 有効に活用できる教材の確

保 19 件 

►消費者教育の教育課程を進めるにあたって、あるとよいと思う支援 
［小中学校：問 15、高等学校：問 17］ 
（あてはまるものを３つまで選択） 

1 位 有効な消費者教育の実践事例、先進事例などの紹介 28 件 

2 位 生徒向け教材の作成・配布 27 件 

3 位 出前講座など、授業を補完する専門的な知識を持った外部
講師の派遣 23 件 

 
  

 

1)各校が実施する 
消費者教育の状況 ►消費者教育の取組の頻度や意識、内容には各学校で温度差がある。 

2)効果的な消費者教育 
の手法、教材 

►様々な手法や教材を用いた取組が各校で既に実施されており、情報の入手先
も様々であった。 

►外部講師や動画、DVD などの教材を取り入れたいと考える学校が多い。 

3)消費者教育に関する
講座の授業等での 
活用 

►利用した講座の感想として、肯定的な意見が多い。 
►講座を利用しない理由として、他に優先事項があることや、授業以上に必要
性を感じていない等の理由が多い。 

4)成年年齢の引下げ 
（高等学校のみ） 

►成年年齢引下げが影響したトラブルは、ほとんど生じていないと考えられる
が、トラブル増加に備えた環境整備は必要性を感じるという回答が多い。 

►相談窓口の整備やトラブル事例等の情報の周知、より若い年齢への消費者教
育が必要との回答が多かった。 

5)教職員に向けた支援 

►教職員向け研修の参加機会の増加のためには、オンラインによる研修や⾧期
休業中の実施を求める回答が多かった。 

►研修のテーマとして、インターネットトラブルや、金銭の大切さや役割、悪
質商法の手口・事例を求める声が多かった。 

6)消費者教育推進の 
課題 

►時間の確保や、指導者や講師となる人材の確保・育成、有効に活用できる教
材の確保を求める回答が多かった。 

►消費者教育の実践事例や先進事例の紹介、生徒向け教材の作成・配布、授業
を補完する、専門的な外部講師の派遣を求める回答が多かった。 

教育機関アンケート結果から導かれる課題を以下のとおり整理します 
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（2）これまでの施策の取組状況 

 

施策の取組状況 
第１次計画の基本方針に基づく、各施策による取組を推進してきましたが、その取

組内容、自己評価は以下とおりです。  

 

1.ライフス
テージや
場に応じ
た体系的
な消費者
教育を推
進する 
 

(1)学校教育にお
ける消費者教育
の内容充実 

►各校で新たな学習指導要領に基
づく消費者教育が取り組まれた。 
►リーフレット配付や川柳募集の
企画など、市と学校が連携した情
報提供や啓発などの取組を推進。 

►市と学校が連携した取組が一部
の学校に止まった。 
►消費者教育への関心へのきっか
けづくりとなる事業を行ったが、
学習の支援などには至らなかっ
た。 

(2)地域・職域に
おいて、消費者
教育を受ける場
の充実と周知 

►相談窓口や、被害事例の注意喚
起などの幅広い周知を行った。 
►街頭啓発、出前講座、講演会、
消費生活展・パネル展などで恒常
的な周知機会を設けた。 

►イベント開催等、様々な機会を
通じた事業を多彩に行った。 
►消費者教育が広く市民に認識、
理解され、浸透するまでには至ら
なかった。 

(3)各年代に必要
な消費者教育の
情報発信する 

►高齢者、成年年齢を迎える若年
層など各年代向けの情報を、広報
やホームページ、市発行の周知紙
面等で発信。 

►情報の発信は行ったが、従来の
周知媒体や発信方法が中心であ
り、情報の受け手への目新しさ、
訴求力に欠けていた。 

2.消費者教
育の担い
手の育成
を図る 
 

(1)消費者センタ
ーを消費者教育
の拠点とし、担
い手として消費
生活相談員の育
成 

►研修の参加機会を設け、相談員
の育成、技量向上を図った。 
►出前講座の継続的な実施など、
消費者教育の拠点としての機能発
揮に努めた。 

►消費者センターの消費者教育の
拠点としての機能の発揮が不十分
だった。 

(2)学校での消費
者教育を担う教
職員の指導力向
上を支援 

►教育委員会や学校と協力・連携
し、教職員が補助的に使用できる
啓発・注意喚起リーフレットを作
成し配布した。 

►間接的な支援に止まり、直接、教
職員の指導力向上につながる研修
等の支援はできなかった。 

(3)多様な機関・
団体の協力を得
て担い手を育成 

►消費者被害防止ネットワークの
構成団体と協力し啓発を企画、実
施。 
►消費者団体主催のセミナー等の
支援。 

►連携や協力の段階から、担い手
としての知識や情報など能力の発
揮までには至らなかった。 

3.多様な機
関・団体
との連携
を強化す
る 

(1)高齢者等の消
費者被害防止の
ため消費者被害
防止ネットワー
クの活動活性化 

►消費者被害防止ネットワークの
定例会議や啓発紙面の発行による
情報共有、連携を進めた。 
►街頭啓発ほか、啓発活動による
組織活動の活性化を図った。 

►構成団体間の活動活性化の取り
組みは行ったが、拡充は出来なか
った。 

(2)学校・地域等
の消費者教育の
内容充実のため 
、多様な機関・
団体の知識や人
材を活用 

►市民団体等と消費生活展の企画
を行うなど、多様な人材が参加し
た。 
►学校や地域、市民団体等連携、協
力し、様々な啓発や催しなどによ
り内容の充実を図った。 

►人材の活用が一部に止まり、大き
く広げられなかった。 

(3)多様な機関・
団体との情報交
換に努め、連携
を強化する 

►各種事業を通じ、多様な機関や
団体と情報交換、連携を図った。 

►市の事業の際の連携や情報交換
から、各主体相互の自主的で緊密
な連携とは出来なかった。 

 

基本 
方針 施策 これまでの取組内容 施策の取組内容に 

対する自己評価 
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4 状況の変化を踏まえた課題について 

（1）各課題の整理 

 これまで述べてきた、諸情勢の変化及びアンケート結果、本市における消費者教育
の施策の取組状況などを総括し、基本的な方針ごとの課題について以下のとおり整理
します。 

 
 

  

 

学校教育における消費者教育の理解・協力拡大 

►教育現場のニーズを把握し、教育機関との連携による取組や協力を全体へと広げる。 

周知強化のため市民周知の在り方・方法の検討 

►消費者教育の認識、関心を向上するための「まずは知ってもらう」取組の継続。 
►これまでにない新たな視点、創意工夫による市民周知の強化。 
►高度情報通信社会に対応し最新の取引方法や決済手段やオンラインを介した消費に応じた 
啓発・教育。 

体系的な教育の推進 

►トラブルの未然防止や困った際の連絡先の周知などトラブル増加に備えた環境整備。 
►各年代や様々な場への消費者教育を、それぞれ連携し、繋がり、広がりを持たせる。 
►高齢者や単身者など消費者被害に遭いやすいと考えられる方への対応。 

各年代に必要な情報発信 

►市民の不安感の解消のため、インターネット上にあふれる様々な情報から正しい情報を見極め
判断し、冷静に行動する能力に繋がる啓発や教育。 

►成年年齢に達して間もない年代や、これから達する年代への消費者被害の啓発や教育。 

消費者市民社会への理解促進 

►SDGｓへの関心の高まりを契機とし消費者市民社会に繋がる考え方への市民理解が進むよう意
識醸成を図る。 

 
 

 

苫小牧市消費者センターを消費者教育の拠点とした担い手育成 
►担い手の幅を広げるため、消費者センター相談員の技量・能力を発揮し拠点としての機能を強化
する。 

教職員の指導力向上の支援 

►現場のニーズを捉え、教職員の指導力向上につながる支援をする。 

消費者教育の担い手育成拡大 

►市消費者センター以外の個人や組織に消費者教育の担い手のすそ野を拡大し、育成する。 

多様な機関・団体の協力を得た担い手育成 
►多様な分野の機関や団体による協力を消費者教育の担い手育成に結びつける。   

 

消費者被害防止ネットワーク活動の活性化 

►消費者被害防止ネットワーク活動の拡大と活動の活性化推進。 

地域や団体、組織の人材の更なる活用 
►行政が主導し、学校・地域等、消費者教育に関連する機関・団体のコーディネート機能を発揮す
る。 
►官民を問わず、福祉や教育、環境など各分野の既存組織の活動と消費者教育が関連し、連携でき
る体制づくり。 

多様な機関・団体との情報交換、連携強化 

►情報交換をさらに緊密化し、相互理解を深めるための取組強化。 
►高齢者・障がい者など消費者被害に遭いやすく支援が必要となる方の組織的な見守り体制強化。 

基

本

方

針

１ 

基

本

方

針

2 

基

本

方

針

3 
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（2）新たな計画への反映 

これまでに挙げた課題を踏まえ、各基本方針の新たな施策に反映し、本市の消費者教育
を推進していきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

情勢の変化、課題の反映のイメージ 

新
た
な
施
策
に
反
映
し
、
本
市
の
消
費
者
教
育
を
推
進 

状
況
の
変
化
を
踏
ま
え
た
課
題
を
抽
出 

消費者を取り巻く情勢の変化 

消費生活相談の状況 

市民意識の変化、消費者教
育の現状 

人口減少、単身・高齢化、
高度情報通信社会の進展、
成年年齢引下げなど 

市民、教育機関アンケート、
施策の取組状況 

相談件数の変化、年代構成
ごとの特徴など 
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第 3 章 消費者教育推進の基本的な方針と各施策 

1 第 2 次計画の基本的な方針 

第 1 次計画において定めた３項目の基本方針は、本市の消費者教育の目標とする姿
を表したものであり、第 2 次計画においても承継し、これまでの基本方針の基本的な考
え方に様々な変化やこれまでに明らかとなった課題による視点を加えた新たな施策を定
め、推進することで本市の地域全体の消費者教育の浸透を目指し、消費者市民社会の実
現を果たしていきます。 

 

  

 

 幼児期から高齢期までの各段階や、様々な場の特性に応じた体系的な消費者教育を推
進するとともに、学校現場においては、消費者教育の内容を充実するよう支援していき
ます。 

また、市民に消費者教育についての認識や理解がさらに広がるよう、幅広い主体や場
での啓発を継続し強化するとともに、社会のデジタル化の著しい進展に対応した啓発や
教育機会の提供など、機会の充実を図ります。さらに、一人の消費者として、持続可能
な社会の実現への理解や取組がさらに進むよう促していきます。  
 

 
  

   

 ライフステージや場に応じた消費者教育を行うための担い手を引き続き育成するとと
もに、市消費者センターの消費者教育の拠点化を推進し、その担い手として消費生活相
談員の能力の活用を図っていきます。 

また、学校現場や様々な機関、団体などの相互協力を得て、消費者教育の担い手の育
成を進めるとともに、消費者教育に関する知識の習得と消費者としての適切な行動のた
め、受け身ではなく、自ら学び行動する意識を持った消費者の育成に努めます。  

 

 
  

   
 消費者行政と教育行政、他の関連する行政機関や機関・団体との情報交換や、それら

の機関の知識や人材を活用するなど、連携を強化し、相互に協力しあい結びつく体制づ
くりを目指します。 

また、被害に遭いやすい消費者の保護に向けた体制を充実するため、関係機関で構成
している「苫小牧市消費者被害防止ネットワーク」の活動の活性化とともに、福祉など
の多様な既存の組織と連携した見守り体制を構築していきます。 

ライフステージや場に応じた体系的な消費者教育を推進する 

基

本

方

針

１ 

消費者教育の担い手の育成を図る 
基

本

方

針

2 

多様な機関・団体との連携を強化する 
基

本

方

針

3 
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２ 施策の考え方について 

（1）重点施策について 

本市の消費者教育推進にあたり、これまでの取組を継続するとともに、第２次計画
の推進において、特に重要な施策のうち、5 項目を、重点的に取り組む項目として
「重点施策」に位置付け、推進します。 

 
（2）成果指標について 

 ・施策ごとに達成度の評価ができるよう、成果指標と目標値を設け、基本方針（施
策）ごとに達成度が評価できるようにします。 

 ・アンケート結果、事業の参加者数、事業の実施回数等を指標として設定します。 
 ・基本方針（施策）ごとに達成度をもとに計画全体の進捗について評価します。 

 

  

ライフステージや場に応じた体系的な消費者教育を推進する 施策 19 項目 

  

1-(1) ◎ 消費者教育についての認識や理解の促進のため、周知機会を拡大 
します 《7 項目》 

1-(2) ◎ 高齢化や成年年齢の引下げなどに対応した消費者教育を行います 《3 項目》 

1-(3) ◎ デジタル化の進展に対応した啓発・注意喚起などの機会の充実を 
図ります 《3 項目》 

1-(4)   教育機関のニーズに応じた消費者教育の支援を行います 《3 項目》 

1-(5)   持続可能な社会の実現への考え方の理解・行動が進むよう、 
働きかけを強めます 《3 項目》 

     

消費者教育の担い手の育成を図る 施策 6 項目   

2-(1) ◎ 受け身ではなく、自ら学び行動する意識を持った消費者の育成に 
努めます 《3 項目》 

2-(2)   市と市消費者センターが消費者教育の拠点であることを広く周知し、
コーディネート機能を強化します 《3 項目》 

  

 

  

多様な機関・団体との連携を強化する 施策 6 項目   

3-(1) ◎ 消費者教育に関連する機関・団体が相互に協力しあう体制づくりを 
進めます 《3 項目》 

3-(2)   高齢者や障がい者など、被害に遭いやすい消費者の保護体制充実 
のため、既存組織と連携した見守り体制を構築します 《3 項目》 

※◎は重点施策を表す。

          
          
          

基
本
方
針
１ 

基
本
方
針
2 

基
本
方
針
3 

施 策 体 系 
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 ライフステージや場に応じた体系的な 
消費者教育を推進する 

   

施策(1) 
消費者教育についての認識や理解の促進 
のため、周知機会を拡大します 

 

消費者教育の推進にあたり、消費者教育についての認識や理解が未だ市民に浸透して
いない状況があることを踏まえ、これまでの取組内容を見直し、消費者教育の認知度向
上のための「まずは知ってもらう」取組を継続・強化していきます。  

これまでに実施してきた、高齢者や成年年齢を迎える若者などに対象者を絞った街頭
啓発や、普段は消費者教育に関心がない市民が、興味を持ってもらうための契機とし
て、様々な市民が訪れる商業施設や各種イベントでの啓発なども有効と考えられます。  

また、学校、家庭を問わず、端末等を利用したインターネットや SNS などの利用が一
般的となり、これらを活用した周知・啓発に力を入れていく必要があります。  

さらに、既存の取組の強化に加え、これまでにない新たな視点による取組も重要にな
ります。新聞、テレビや動画などの映像メディアの発信力は大きく、これらのメディア
を有効に活用していくことや、これまでの市民周知の在り方を一から見直し、新たな発
想や創意工夫の視点を持って周知の強化を行っていくことも重要です。 

評価指標 現状値 目標値 

1 消費者教育が広く認識されていると感じる市民の割合 
（市民アンケート） 

9.2％ 
（R4） 50％ 

2 広く市民を対象とした啓発事業 3 回 
（R3） 年 5 回 

推進の方向性 具体的な取組 

1 インターネットや SNS、動画などを活用した、タイムリーな注意
喚起情報や啓発情報を発信します。 

►端末等を通じた啓発情報の
配信 

2 周知対象者の特性を考慮した効果的な周知を行います。 ►高齢者や若者が被害に遭い
やすい内容の周知啓発 

3 
市の広報や消費者に向けた紙面、消費者センターのホームページ
など、既存の周知媒体では定期的な発信を継続しながら内容の充
実を図ります。 

►くらしのニュース・HP の内
容充実 
►ネットワークニュースの内
容充実 

4 地元紙やテレビ、ラジオなどのメディアを活用し情報発信しま
す。 

►ケーブル TV、ラジオ等で注
意喚起情報の配信 

5 国、北海道、市が行う講座や教材等の情報を収集し、発信します。 ►講座や教材等の情報を広く
紹介する 

6 多くの人が集まるイベント等の場所に出向きリーフレットや啓
発資材を配布するなど、興味と関心を促します。 ►様々なイベント等での啓発 

7 
消費生活展や講演会など、主催するイベントに足を運んでもらえ
るよう、魅力的な内容とします。 

►イベントや講演会等のテー
マの工夫、内容のリニューア
ル 

重点施策 

基本 
方針 
 

1 

3 苫小牧市消費者教育推進の基本的な方針と各施策 
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施策(3) 
デジタル化の進展に対応した啓発・注意喚起
などの機会の充実を図ります 

 

市民の間でもインターネットや SNS の利用、取引が増えており、これらを利用する消
費生活に不安感を抱く市民も多いという状況がみられています。 

消費者トラブルの防止には、インターネット上にあふれる様々な情報から正しい情報
を見極め、自ら適切に判断し、冷静に行動する能力を育んでいく必要があります。 

インターネットや携帯電話の利用は低年齢の児童・生徒にも広がっており、インター
ネットゲーム、ＳＮＳ等の利用などにおいて様々なトラブルが発生しており、被害の広
がりも心配されています。その一方で、安易な情報発信によりトラブルの加害者となら
ないため、利用方法の正しい知識の教育も必要となります。 

 

 

施策(2) 
高齢化や成年年齢の引下げなどに対応した
消費者教育を行います 

 

消費者教育の範囲は幅広く、生活のあらゆる領域に関わります。そして、知識だけで
なく、実践的な能力を育むために、多様な主体が担い手となり、幼児期から高齢期まで
の各時期に、様々な場で取組が行われることが理想です。 

消費者教育を効果的に行うためには、ライフステージや各年代の特性に応じトラブル
の未然防止や、困った際の連絡先の周知など、トラブルの増加に備えた環境整備や消費
者教育が必要となります。 

さらに高齢者や単身者など、消費者被害に遭いやすいと考えられる方や、成年年齢に
達して間もない年代、また、これから成年年齢に達する年代に特化した消費者教育も強
化していく必要があります。 

評価指標 現状値 目標値 

1 消費者教育に関連する講座等の開催回数 11 回 
（R3） 年 30 回 

2 高齢者を対象とした啓発事業 8 回 
（R3） 年 13 回 

3 若年層を対象とした啓発事業 8 回 
（R3） 年 13 回 

推進の方向性 具体的な取組 

1 成年年齢引下げの影響を受ける年代の若年層を対象とした取組
を継続して実施します。 

►中高校生への啓発 
►はたちを祝う会での啓発 
►街頭啓発 

2 悪質な業者に狙われやすい、高齢者などへの取組を継続して実施
します。 

►街頭啓発 
►福祉や高齢者組織と協力 
した注意喚起 

3 体系的な消費者教育として、幼少期から高齢者まで切れ目のない
教育の取組を実施します。 

►出前講座を新たな対象へ 
拡大 

►職域への啓発 

重点施策 

重点施策 
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評価指標 現状値 目標値 

1 インターネットや SNS などに関連する啓発の実施回数 3 回 
（R3） 年 5 回 

推進の方向性 具体的な取組 

1 インターネットや SNS による取引のトラブルなど、最新の注
意喚起情報を広く発信します。 

►最新のトラブル事例の迅速な
発信による注意喚起 

2 インターネットや携帯電話等の正しい利用についての啓発や
教育を行います。 

►専門家による児童、生徒や高
齢者向けの出前講座 

3 
インターネットの知識が浅く、扱いに慣れていない児童や高齢
者、利用が多い若い世代などの特性を考慮した注意喚起や啓発
を行います。 

►注意喚起リーフレットの配布 

 

施策(4) 
教育機関のニーズに応じた消費者教育の支援を 
行います 

これまで、小中学校や高等学校と連携した取組を実施してきましたが、これを一部の
学校での取組から、市内全域へと広げていくため、教育委員会との連携をさらに強化し
ていくことが必要です。 

また、新たな学習指導要領のもとで、消費者教育の趣旨の周知と理解を広げるととも
に各教科において充実した消費者教育が行われるよう、教材の提供や出前講座の開催、
外部講師の斡旋など、教育機関の要請に応じ活動を支援していきます。 

また、授業だけでなく総合的な学習の時間や特別活動など教育活動の全体を通じ、児
童、生徒の発達段階に応じた消費者教育の推進を目指します。 

さらに、最新事例など教職員の知識をサポートし、指導力の向上につながる研修等の
支援も行います。 

評価指標 現状値 目標値 

1 学校教育関係者向けの研修会の開催 未開催 年 2 回 

推進の方向性 具体的な取組 

1 教育委員会との連携を強化します。 

►定期的な啓発情報の発信 
►学校への支援内容についての
協議の場を設ける 
►消費者センターとの連携強化 

2 教材の提供や出前講座の開催、外部講師の斡旋など、教育機関
の要請に応じ活動を支援します。 

►専門家による研修や講演会の
情報提供 
►北海道消費者協会の研修の斡
旋 

3 教職員の知識をサポートし、指導力の向上につながる研修等の
支援を行います。 

►夜間や⾧期休業中に開催する
研修会の企画 
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施策(5) 
持続可能な社会の実現への考え方の理解・行動が 
進むよう、働きかけを強めます 

市民が安全・安心で豊かな消費生活を築いていくためには、それぞれが消費生活に関
する知識を習得し、主体的かつ合理的に行動することができ、自らの消費生活が、社会
経済や地球環境に影響を及ぼしうるものであることを自覚し、公正かつ持続可能な社会
の形成に積極的に参画できる消費者市民の育成が不可欠です。 

消費者トラブルの相談先の周知やトラブル回避のための知識習得から、もう一歩踏み
込んだ、消費者市民社会につながる考え方について、市民理解が進むよう、意識の醸成
を図り、消費者としての適切な行動を促していく必要があります。 

また、庁内関係部局においては、環境教育、食育のほか消費者市民社会やエシカル消
費に関連する、様々な教育に関する啓発事業等が取り組まれており、それらの事業と相
互に連携した取組を行っていきます。 

評価指標 現状値 目標値 

1 「消費者市民社会」に繋がる啓発の実施回数 3 回 
（R3） 年 5 回 

2 「消費者市民社会」の言葉や内容の認知度 
（市民アンケート） 

30.1％
（R4） 50％ 

推進の方向性 具体的な取組 

1 消費者市民社会につながる考え方についての市民理解が進むよ
う、意識の醸成を図ります。 

►消費生活展等のイベント 
で啓発 
►講演会やセミナーの開催 

2 環境教育、食育のほか消費者市民社会やエシカル消費に関連す
る、様々な啓発事業と連携した取組を行います。 

►環境教育や食育など関連す
る教育と連携した啓発 

3 消費者市民社会につながる活動を行う市民や団体と連携し支援
します。 

►フェアトレード活動等への
協力 

 

  

5 月の消費者月間に消費者団体などと連携し、啓発や PR
を集中的に行っています。 

［消費者月間事業］ 

 
【消費者月間の PR 看板】 

 
【店舗での街頭啓発】 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

消費者庁 イヤヤン 

取 組 事 例 を 紹 介 し ま す 
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消費者教育の担い手の育成を図る 

   

施策(1) 
受け身ではなく、自ら学び行動する意識を 
持った消費者の育成に努めます 

 

家庭、地域、学校、事業者など、それぞれの場における消費者教育を効果的に推進
し、各主体の連携を強化しながら、消費者トラブル被害の未然防止の気運を高めていく
ために、消費者教育に必要な基礎知識と、それを周囲に伝える手法を身につけてもら
い、それぞれの場でつなぎ役として活躍できる人材の育成を図ることを目指し、消費者
教育の担い手のすそ野を拡大していきます。 

評価指標 現状値 目標値 

1 消費生活サポーター研修の開催 未開催 開催 
（年 1 回） 

2 消費者教育リーダー養成講座、研修の開催 未開催 開催 
（年 2 回） 

推進の方向性 具体的な取組 

1 地域や職域など、消費者教育のすそ野を広げるための取組とし
て、消費生活サポーターを育成します。 

►消費生活サポーター研修の
開催 

2 地域や職域などで、消費者教育に必要な知識を持ち、周囲に伝え
る手法を身につけ活躍できる消費者教育リーダーを養成します。 

►消費者教育リーダー養成講
座、研修の開催 

3 消費者教育の知識を持つ学生等が考案した教材等を児童・生徒が
活用するなど、担い手が活躍できる機会を提供します。 

►担い手による出前講座等の
開催 

施策(2) 
市と市消費者センターが消費者教育の拠点であること
を広く周知し、コーディネート機能を強化します 

消費者教育の担い手となる個人や団体を登録し、各主体による消費者教育や関連する
啓発、講座などが市内の各所で開催されていくことを目指していきます。 

そのためには、消費者教育の拠点として、市や市消費者センターがコーディネート機
能を発揮するとともに、消費者教育を実施している団体や個人、消費者のグループなど
をリスト化し、組織化を進めるなど、今後の消費者教育の展開の様々な場面において知
識や能力を発揮していただくことを理想としていきます。 

重点施策 

基本 
方針 
 

2 
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評価指標 現状値 目標値 

1 担い手の登録制度 未実施 
登録数 20

（個人また
は団体） 

2 消費者教育の担い手による講座や研修の開催 未開催 開催 
（年 1 回） 

推進の方向性 具体的な取組 

1 消費者教育の担い手をリスト化し、登録する制度を創設します。 ►地域や組織団体の担い手を
登録しリスト化 

2 市、市消費者センターがコーディネートし、消費者教育の担い手
と多様な機関や団体が連携・協力した取組を実施します。 

►市や市内で行われるイベン
ト等への担い手の参加 

3 消費者教育の担い手による講座や研修を開催します。 
►担い手による市民向け講座
の実施 
►担い手と教育機関との連携 

教育機関と連携し、消費者センターによる出前講座や、消費者
教育をテーマとしたリーフレットの配布などを行っています。 

［教育機関との連携］ 

消費者庁 イヤヤン 

 
 
 
 
 
 

 
 
【リーフレットを活用した授業】 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
【中学校での出前講座による授業】 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  
【おさがり交換会ブース】 

 
【消費生活川柳の表彰式】 

消費者の皆さんに、暮らしに役立つ知識や情報を提供し、消費者
意識の高揚を図ることを目的に実施しています。 

［みんなの消費生活展］ 

取 組 事 例 を 紹 介 し ま す 
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多様な機関・団体との連携を強化する 

   

施策(1) 
消費者教育に関連する機関、団体が相互に 
協力しあう体制づくりを進めます 

 

消費者教育を効率的かつ効果的に行うため、庁内関係部署における取組に消費者教育
の要素を関連付け、他の啓発や教育の取組と連携しながら消費者教育を推進するための
体制づくりを進めます。 

また、市、市消費者センターを拠点とし、地域住民や消費者団体及び地域団体、学
校、事業者等が実施している取組とも相互連携を図り、協働する体制を作っていきま
す。 

評価指標 現状値 目標値 

1 市のイベント等で関連する他分野の事業と連携 未実施 継続して 
実施 

推進の方向性 具体的な取組 

1 庁内関係部署の既存の取組と消費者教育を関連付け、既存の関連
する他分野の取組と連携しながら消費者教育を推進します。 

►市の様々なイベント等で関
連する他分野の取組と連携 

2 市、市消費者センターを拠点とし、地域住民や消費者団体及び地
域団体、学校、事業者等とも相互連携し協働する体制を作ります。 

►市、市消費者センターを拠点
とした消費者教育に関する情
報の集約と活用 

3 社会教育との連携を推進します。 
►大学、⾧生大学、事業者団体、
老人クラブ、町内会の研修等
との連携 

 

 

施策(2) 
高齢者や障がい者など、被害に遭いやすい消費者の 
保護体制充実のため、既存組織と連携した見守り体制
を構築します 

消費者行政の担当部署だけでなく、庁内関係課や関係団体等が連携し、高齢者や障が
い者などに対し、様々な場や機会を利用して、被害防止のための注意喚起を実施すると
ともに、民生委員や消費者団体、町内会や福祉関係者への消費者教育への理解を促し、
見守り活動の充実を図ります。 

また、本市には、悪質商法などによる消費者被害の未然防止を目的とした、「苫小牧
市消費者被害防止ネットワーク」を設置しており、ネットワークの組織活動の充実や構
成団体の連携強化を図るとともに、他の庁内関係部署が所管する、他の見守り組織等と
の連携・協働を進め、消費者被害の未然防止につながる見守り活動を強化していきま
す。 

重点施策 

基本 
方針 
 

3 
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評価指標 現状値 目標値 

1 他の見守り組織等と連携した啓発 未実施 継続して 
実施 

推進の方向性 具体的な取組 

1 庁内関係課や関係団体等が連携し、高齢者や障がい者などに被害
防止のための注意喚起を実施します。 

►高齢者、障がい者福祉等と
連携した注意喚起 

2 民生委員や消費者団体、町内会や福祉関係者への消費者教育への
理解を促し、見守り活動の充実を図ります。 

►包括支援センター等との連
携の強化 

3 苫小牧市消費者被害防止ネットワークと庁内関係部署が所管す
る他の見守り組織等との連携・協働を進めます。 

►消費者被害防止ネットワー
クの活動活性化 
►他の見守り組織等と連携し
た啓発 

消費者庁 イヤヤン 

［消費者団体の活動］ 

消費者としての正しい知識を普及啓蒙し、消費者の利益の保護と消
費生活の向上を図ることを目的に活動しています。（苫小牧消費者
協会） 

 
【地産地消の地場産品販売の様子】 

取 組 事 例 を 紹 介 し ま す 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  
【料理講習会の様子】 
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第 4 章 計画の推進体制と管理 

1 計画全体の進捗の把握と評価 

本計画を計画的かつ総合的に推進していくため、計画に掲げる施策の推進の状況に

ついて検証・評価を行い、さらなる推進へと反映させることが求められます。 

本計画の推進にあたっては、年度毎に、施策単位で設けた評価指標を集約・総括
し、進捗状況を管理し、把握していきます。また、特に重点的に取り組むべき施策
（重点施策）について、設定した目標の達成状況を把握します。 

 
2 計画の推進体制と進行管理 

本市の消費者教育を着実に推進していくために、教育機関、消費者団体、事業者団
体、地域団体、市の関係部局、行政機関と連携し、本市の消費者教育を着実に推進し
ていきます。 

また、消費者施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、様々な分野に関連する庁
内の連絡会議を開催し、計画の実施状況の把握、点検等を行うほか、国や北海道、他
市町村とも積極的に情報共有や連携を図ります。 

施策の検証結果と進捗については、苫小牧市消費生活審議会に報告するとともに、
意見を踏まえて次年度以降の施策の見直しを行うなど内容の充実を図ります。また、
検証・評価の結果については、ホームページなどにより公表していきます。 

なお、計画期間中に社会経済情勢の急激な変化や国の消費者政策の変更があった場
合には、適切に見直しを図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🔲 苫小牧市消費者センター 
🔲 苫小牧市市民生活課 
 

🔲 庁内連絡会議 
（福祉、教育、地域、環境、子育て、

介護） 

🔲 苫小牧市消費生活審議会 

消費者教育推進法第
20 条で定める消費
者教育推進地域協議
会を兼ねる 

≪ 実施体制 ≫ ≪ 進行管理・見直し ≫ 

計画推進のイメージ 

意見・提言 

地域(団体) 

他行政機関 

教育機関 

事業者(団体) 

消費者(団体) 

国・道、 
他市町村 消費者被害防止 

ネットワーク 
(警察・老人クラブ・包
括支援センターなど) 

報  告 
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1 苫小牧市消費生活審議会委員名簿                     

任期 令和３年６月１日～令和５年５月３１日  

                   （令和 5 年 3 月 1 日現在）敬称略  

構成 氏  名 所    属 

学
識
経
験
者 

副会⾧ 邨
むら

 山
やま

 達
たつ

 哉
や

 むらやま法律事務所 弁護士 

 福
ふく

 本
もと

 達
たつ

 也
や

 北洋大学国際文化学部 教授 

 久
く

 保
ぼ

 田
た

 順
じゅん

 司
じ

 苫小牧信用金庫 業務執行役員本店⾧ 

 園
その

 部
べ

 尚
しょう

 子
こ

 札幌地方裁判所苫小牧支部 民事家事 
調停委員 

事
業
者
代
表 

 野
の

 村
むら

 信
しん

 一
いち

 苫小牧市商店街振興組合連合会 
副理事⾧ 

 田
た

 中
なか

 敏
とし

 彦
ひこ

 苫小牧地方青果商業協同組合 副理事⾧ 

 池
いけ

 田
だ

 光
みつ

 美
よし

 苫小牧地方石油業協同組合 事務局⾧ 

 今
こん

 野
の

 雄
ゆう

 一
いち

 生活協同組合コープさっぽろ苫小牧地区 
地区本部⾧ 

消
費
者
代
表 

 秋
あき

 保
ほ

 洋
よう

 子
こ

 苫小牧市町内会連合会 理事 

会⾧ 山
やま

 内
うち

 幸
さち

 子
こ

 苫小牧消費者協会 会⾧ 

 澤
さ

 渡
わたり

 い  づ  み 一般公募 

 樫
かし

 野
の

 由
ゆ

 紀
き

 一般公募 
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2 苫小牧市消費生活審議会開催経過 
 

開催回数 開催日 議題 

令和 3(2021)
年度 

第１回 令和 3(2021)年
7 月 6 日(火) 

[報告] 
１ 令和２年度消費者行政の取組状況について 
２ 苫小牧市消費者教育推進計画の取組状況に 

ついて  
[協議事項] 
１ 令和３年度消費者行政の主な取組について 

令和 4(2022)
年度 

第１回 令和 4(2022)年
6 月 27 日(月) 

[報告] 
１ 令和３年度消費者行政の取組状況 
２ 苫小牧市消費者教育推進計画の取組状況  
[協議事項] 
１ 令和４年度消費者行政の主な取組（案） 
２ 第２次苫小牧市消費者教育推進計画の策定 

について 

第２回 令和 4(2022)年
11 月 24 日(木) 

[報告] 
１ アンケート調査の結果について  
[協議事項] 
１ 第２次苫小牧市消費者教育推進計画(素案)  
  について 

第３回 令和 5(2023)年
2 月 7 日(火) 

[報告] 
１ パブリックコメントの結果について  
[協議事項] 
１ 第 2 次苫小牧市消費者教育推進計画 

(修正案)について 
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３ 苫小牧市消費生活条例 
平成 19 年 12 月 19 日 

条例第 32 号 
〔昭和 52 年 4 月 19 日条例第 18 号苫小牧

市消費生活安定条例を全文改正〕 
 

目次 
第 1 章 総則(第 1 条―第 9 条) 
第 2 章 安全の確保、取引の適正化等 

(第 10 条―第 21 条) 
第 3 章 自主的な消費生活の支援 
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第 1 章 総則 
(目的) 

第 1 条 この条例は、消費者と事業者との
間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差
にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進
に関し、基本理念を定め、市及び事業者の
責務並びに消費者等の役割を明らかにする
とともに、市が実施する消費生活に関する
総合的な施策(以下「消費者施策」とい
う。)について必要な事項を定めることに
より、市民の消費生活の安定及び向上を図
ることを目的とする。 
(基本理念) 

第 2 条 消費者施策の推進は、次に掲げる
事項が消費者の権利であることを尊重する
とともに、消費者が自らの利益の擁護及び
増進のため自主的かつ合理的に行動するこ
とができるよう消費者の自立を支援するこ
とを基本として行われなければならない。 
(1) 消費者の安全が確保されること。 
(2) 事業者が供給する商品及び役務(以下

「商品等」という。)について消費者の
自主的かつ合理的な選択の機会が確保
されること。 

(3) 消費者に対し必要な情報及び教育の
機会が提供されること。 

(4) 消費者の意見が消費者施策に反映さ
れること。 

(5) 消費者に被害が生じた場合には適切
かつ迅速に救済されること。 

(市の責務) 
第 3 条 市は、前条に規定する基本理念に

のっとり、消費者施策を策定し、及び実施
しなければならない。 

2 市は、消費者施策の策定及び実施に当た
っては、環境の保全に配慮してこれを行わ
なければならない。 
(事業者の責務) 

第 4 条 事業者は、その事業活動を行うに
当たり、消費者の権利を尊重するととも
に、消費者の知識、経験及び財産の状況等
に配慮しなければならない。 

2 事業者は、消費者の安全及び消費者との
取引における公正を確保するとともに、消
費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に
処理するために必要な体制の整備等に努
め、当該苦情を適切に処理しなければなら
ない。 

3 事業者は、消費者に対し必要な情報を明
確かつ平易に提供するとともに、事業活動
を通して知り得た消費者に関する個人情報
を適切に取り扱わなければならない。 

4 事業者は、消費者施策に協力しなければ
ならない。 

5 事業者は、法令を遵守するとともに、そ
の事業活動に関し自らが遵守すべき基準を
作成すること等により消費者の信頼を確保
するよう努めなければならない。 

6 事業者は、商品等に関し環境の保全に配
慮しなければならない。 
(事業者団体の役割) 

第 5 条 事業者団体は、事業者の自主的な
取組を尊重しつつ、事業者と消費者との間
に生じた苦情の処理の体制の整備、事業者
自らがその事業活動に関し遵守すべき基準
の作成の支援その他消費者の信頼を確保す
るための自主的な活動に努めるものとす
る。 
(消費者の役割) 

第 6 条 消費者は、自ら進んで、その消費
生活に関して、必要な知識を修得し、及び
必要な情報を収集する等自主的かつ合理的
に行動するよう努めるものとする。 

2 消費者は、消費者施策に協力し、消費生
活の安定及び向上に積極的な役割を果たす
よう努めるものとする。 

3 消費者は、消費生活に関し、環境の保全
及び知的財産権等の適正な保護に配慮する
よう努めるものとする。 
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(消費者団体の役割) 
第 7 条 消費者団体は、消費生活に関する

情報の収集及び提供並びに意見の表明、消
費者に対する啓発及び教育、消費者の被害
の防止及び救済のための活動その他の消費
者の消費生活の安定及び向上を図るための
健全かつ自主的な活動に努めるものとす
る。 
(市、事業者、消費者等の協力) 

第 8 条 市、事業者、事業者団体、消費者
及び消費者団体は、この条例の目的を達成
するため、相互に協力することにより、そ
れぞれの責務又は役割を果たすよう努める
ものとする。 
(他の地方公共団体等との協力) 

第 9 条 市は、消費者施策を実施するため
必要があるときは、他の地方公共団体又は
関係行政機関に対し、情報の提供、調査の
実施その他の協力を求めるものとする。 

2 市は、他の地方公共団体又は関係行政機
関が実施する消費生活に関する施策につい
て、情報の提供、調査の実施その他の協力
を求められたときは、これに応じるものと
する。 

 
第 2 章 安全の確保、取引の適正化等 

(安全を害する商品等の供給禁止等) 
第 10 条 事業者は、消費者の生命、身体又

は財産の安全を害し、又は害するおそれが
ある商品等を供給してはならない。 

2 事業者は、商品等が消費者の生命、身体
又は財産の安全を害し、又は害するおそれ
があることが明らかになったときは、その
旨を公表するとともに、供給の中止及び回
収その他消費者の安全を確保するために必
要な措置を講じなければならない。 
(安全を害する商品等に係る調査、勧告等) 

第 11 条 市⾧は、商品等が消費者の生命、
身体又は財産の安全を害する疑いがあると
認めるときは、当該商品等について必要な
調査を行うものとする。 

2 市⾧は、前項の調査を行うに当たり、必
要があると認めるときは、当該商品等を供
給する事業者に対し、当該商品等の安全性
について立証するよう求めることができ
る。 

3 市⾧は、第 1 項の調査の結果、当該商品
等が消費者の生命、身体又は財産の安全を
害し、又は害するおそれがあると認めると
きは、法令に特別な定めがある場合を除

き、当該事業者に対し、危害を防止するた
めに必要な措置を講じるよう指導し、又は
勧告することができる。 
(危害を防止するための公表) 

第 12 条 市⾧は、商品等が消費者の生命、
身体又は財産の安全を著しく害し、又は害
するおそれがあることが明らかになった場
合でその危害を防止するため緊急の必要が
あると認めるときは、直ちに当該商品等の
名称その他必要な事項を公表するものとす
る。 
(表示の適正化等) 

第 13 条 事業者は、商品等について、消費
者に誤解を生じさせるおそれのある表示、
広告又は宣伝を行ってはならない。 

2 事業者は、商品等について、消費者が商
品等の購入、使用又は利用に際し選択を誤
ることがないよう、価格、内容、品質、取
扱方法、保証期間その他必要な事項を適正
かつわかりやすく表示するよう努めなけれ
ばならない。 
(計量の適正化) 

第 14 条 事業者は、商品等について、適正
な計量を実施するよう努めなければならな
い。 
(包装の適正化) 

第 15 条 事業者は、その供給する商品につ
いて、過大又は過剰な包装を行わないよう
努めなければならない。 
(不当な取引行為の禁止) 

第 16 条 事業者は、消費者との間で行う取
引に関して、次の各号のいずれかに該当す
る行為で規則で定めるもの(以下「不当な
取引行為」という。)を行ってはならな
い。 
(1) 販売の意図を隠して消費者に接近

し、又は商品等の内容、取引条件等に
関して重要な情報を故意に提供せず、
若しくは誤解を招くおそれのある情報
を提供することにより、契約の締結を
勧誘し、又は契約を締結させる行為 

(2) 消費者の取引に関する知識、判断力
又は経験の不足に乗じ、消費者の自発
的意思を待つことなく執ように説得
し、若しくは消費者を心理的に不安な
状態に陥らせる等して契約の締結を勧
誘し、又はこれらにより消費者の十分
な意思形成のないまま契約を締結させ
る行為 
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(3) 消費者に不当な不利益をもたらす内
容の契約を締結させる行為 

(4) 消費者又はその関係人を欺き、威迫
し、困惑させる等の不当な手段を用い
て、当該消費者又はその関係人に契約
(契約の成立又はその内容について当事
者間で争いのあるものを含む。)に基づ
く債務の履行を請求し、又は履行させ
る行為 

(5) 契約に基づく債務の完全な履行を求
める消費者からの正当な請求に対し、
適切な処理をせず、債務の履行を不当
に拒否し、又は不当に遅延させる行為 

(6) 消費者からの契約の申込みの撤回、
契約の解除若しくは取消しの申出若し
くは契約の無効の主張を妨げ、又は契
約の申込みの撤回、契約の解除若しく
は取消し若しくは契約の無効によって
生じる債務の履行を不当に拒否し、又
は不当に遅延させる行為 

2 市⾧は、不当な取引行為を定めるに当た
っては、あらかじめ、苫小牧市消費生活審
議会の意見を聴かなければならない。 
(不当な取引行為に係る調査、勧告等) 

第 17 条 市⾧は、不当な取引行為が行われ
ている疑いがあると認めるときは、当該取
引行為について必要な調査を行うものとす
る。 

2 市⾧は、事業者が不当な取引行為を行っ
ていると認めるときは、法令に特別の定め
がある場合を除き、当該事業者に対し、当
該不当な取引行為を是正するよう指導し、
又は勧告することができる。 
(生活必需品等の選定等) 

第 18 条 市⾧は、苫小牧市消費生活審議会
の意見を聴いて、日常の消費生活に特に必
要な商品等(以下「生活必需品等」とい
う。)を選定し、価格の動向及び需給の状
況を調査するものとする。 

2 市⾧は、前項の規定による調査の結果
を、必要に応じ、消費者に提供するものと
する。 
(特定生活必需品等の指定等) 

第 19 条 市⾧は、生活必需品等の供給が特
に不足し、若しくは不足するおそれがある
と認めるとき又は当該生活必需品等の価格
が著しく上昇し、若しくは上昇するおそれ
があると認めるときは、当該生活必需品等
を特に調査を要する生活必需品等(以下

「特定生活必需品等」という。)として指
定することができる。 

2 市⾧は、前項の規定により指定した特定
生活必需品等について、その供給の不足又
は価格の上昇の原因に関する調査その他必
要な調査を行うとともに、事業者に対して
必要な措置を講じるよう要請するものとす
る。 

3 事業者は、前項の規定による要請があっ
たときは、これに応じるよう努めなければ
ならない。 
(立入調査等) 

第 20 条 市⾧は、第 11 条第 1 項及び第 17
条第 1 項並びに前条第 2 項の規定による調
査を行うため必要な限度において、事業者
に対し、報告若しくは関係資料の提出を求
め、又は市の職員に当該事業者の事務所、
営業所その他の事業所に立ち入り、書類そ
の他の物件を調査させ、若しくは関係人に
質問させることができる。 

2 前項の規定により立入調査又は質問をす
る職員は、その身分を示す証明書を携帯
し、関係人の請求があったときは、これを
提示しなければならない。 

3 第 1 項の規定による立入調査及び質問の
権限は、犯罪捜査のために認められたもの
と解釈してはならない。 
(公表) 

第 21 条 市⾧は、事業者が第 11 条第 2 項
の規定による立証の求めに応じないとき、
同条第 3 項若しくは第 17 条第 2 項の規定
による勧告に従わないとき又は前条第 1 項
の規定による報告若しくは資料の提出を拒
み、正当な理由がなく同項の規定による立
入調査を拒み、忌避し、若しくは妨害し、
若しくは質問に対し回答をしないときは、
その旨を公表することができる。虚偽の資
料の提出、報告又は回答をしたときも、同
様とする。 

2 市⾧は、前項の規定により公表をしよう
とするときは、必要に応じ、あらかじめ公
表の理由を当該事業者に通知し、当該事業
者が意見を述べる機会を与えるものとす
る。 

 
第 3 章 自主的な消費生活の支援 

(情報の収集及び提供) 
第 22 条 市は、消費者が自主的かつ合理的

な消費生活を営むために必要な情報を収集
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し、消費者に提供するよう努めるものとす
る。 
(消費者教育の推進) 

第 23 条 市は、消費者が消費生活を営む上
で、必要な知識を修得し、自主的かつ合理
的に行動することができるよう、学校、地
域、家庭、職域その他様々な場を通じて消
費者教育の充実に努めるものとする。 
(消費者団体の自主的な活動の促進) 

第 24 条 市は、消費生活において、消費者
団体の健全かつ自主的な活動が促進される
よう必要な措置を講じるものとする。 
(意見等の反映) 

第 25 条 市は、市民の消費生活の安定及び
向上を図るため、広く消費者の意見、要望
等を把握し、消費者施策に反映させるよう
努めなければならない。 

 
第 4 章 消費者被害の救済 

(苦情相談等への対応) 
第 26 条 市⾧は、消費者から商品等に係る

苦情相談その他消費生活に関する相談(次
項において「苦情相談等」という。)を受
けたときは、必要に応じ、その内容につい
て調査し、助言、回答その他適切な処理を
しなければならない。 

2 市⾧は、苦情相談等を処理するため必要
があると認めるときは、当該苦情相談等に
係る事業者その他の関係人に対し、資料の
提出又は説明を求めることができる。 
(訴訟の援助) 

第 27 条 市⾧は、商品等によって被害を受
けた消費者(以下「被害者」という。)が事
業者を相手として行う訴訟(以下「消費者
訴訟」という。)を自ら提起することが困
難であり、かつ、同一被害者が多数ある場
合で消費者訴訟を提起することを決定した
被害者から申請があったときは、苫小牧市
消費生活審議会の意見を聴いて、当該訴訟
に要する費用の貸付けその他必要な援助を
することができる。 

2 前項の規定により訴訟に要する費用の貸
付けを受けた者が当該消費者訴訟の結果、
訴訟に要した費用を得ることができなかっ
たときその他市⾧が償還させることが適当
でないと認めるときは、その貸付金の全部
又は一部の償還を免除することができる。 

3 前 2 項に定めるもののほか、費用の貸付
けに関し必要な事項は、規則で定める。 

 

第 5 章 苫小牧市消費生活審議会 
第 28 条 市民の消費生活の安定及び向上を

図るため、市⾧の附属機関として、苫小牧
市消費生活審議会(以下「審議会」とい
う。)を置く。 

2 審議会は、この条例の規定によりその権
限に属させられた事項を処理するほか、市
⾧の諮問に応じ、消費者施策の推進に関す
る重要事項を調査審議する。 

3 審議会は、前項に規定する事項に関し、
市⾧に意見を述べることができる。 

4 審議会は、委員 15 人以内をもって組織
する。 

5 委員は、事業者を代表する者、消費者を
代表する者及び学識経験者のうちから市⾧
が委嘱する。 

6 委員の任期は、2 年とする。ただし、補
欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす
る。 

7 委員は、再任されることができる。 
8 前各項に定めるもののほか、審議会の組

織及び運営に関し必要な事項は、規則で定
める。 

 
第 6 章 雑則 

(委任) 
第 29 条 この条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。 
 
附 則 

(施行期日) 
1 この条例は、平成 20 年 4 月 1 日から施

行する。ただし、第 16 条第 2 項及び第 28
条の規定は、公布の日から施行する。 
(経過措置) 

2 この条例の施行の際現にこの条例による
改正前の苫小牧市消費生活安定条例(以下
「改正前の条例」という。)第 8 条第 1 項
の規定により選定されている生活必需物
資は、この条例による改正後の苫小牧市
消費生活条例(以下「改正後の条例」とい
う。)第 18 条第 1 項の規定により選定さ
れた生活必需品等とみなす。 

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第
20 条第 1 項の規定により置かれている苫
小牧市消費生活安定審議会は、改正後の
条例第 28 条第 1 項の規定により置かれた
苫小牧市消費生活審議会とみなす。 
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4 この条例の施行の際現に改正前の条例第
20 条第 3 項の規定により市⾧から委嘱さ
れている苫小牧市消費生活安定審議会委
員は、改正後の条例第 28 条第 5 項の規定
により市⾧から委嘱された苫小牧市消費
生活審議会委員とみなす。この場合にお
いて、委員の任期については、その者が
改正前の条例第 20 条第 3 項の規定により
委嘱された日から起算する。 
(苫小牧市特別職の職員の給与に関する条
例の一部改正) 

5 苫小牧市特別職の職員の給与に関する条
例(昭和 29 年条例第 9 号)の一部を次のよ
うに改正する。 

(次のよう略) 
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